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第５１１回（定例）福崎町議会会議録

令和５年９月８日（金）

午前９時３０分 開 会

○令和５年９月８日、第５１１回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。

○出席議員 １４名

１番 石 川 治 ８番 小 林 博

２番 竹 本 繁 夫 ９番 河 嶋 重一郎

３番 牛 尾 雅 一 １０番 松 岡 秀 人

４番 大 塚 記美代 １１番 城 谷 英 之

６番 植 岡 茂 和 １３番 三 輪 一 朝

７番 宇 﨑 壽 幸 １４番 前 川 裕 量

○欠席議員（な し）

○事務局より出席した職員

事 務 局 長 三 木 雅 人 主 査 吉 田 卓

○説明のため出席した職員

町 長 尾 﨑 吉 晴 副 町 長 近 藤 博 之

教 育 長 髙 橋 渉 公 営 企 業 管 理 者 福 永 聡

技 監 宇 都 善 和 会 計 管 理 者 尾 﨑 俊 也

町参事兼住民生活課長 谷 岡 周 和 総 務 課 長 岩 木 秀 人

企 画 財 政 課 長 蔭 谷 秀 樹 税 務 課 長 松 田 清 彦

地 域 振 興 課 長 成 田 邦 造 ほ け ん 年 金 課 長 西 村 由紀子

福 祉 課 長 小 幡 伸 一 農 林 振 興 課 長 吉 田 利 彦

ま ち づ く り 課 長 山 下 勝 功 上 下 水 道 課 長 橋 本 繁 樹

学 校 教 育 課 長 大 塚 謙 一 社 会 教 育 課 長 木ノ本 雅 佳

代 表 監 査 委 員 鳥 岡 照 義

○議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 報告第 ６号 第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

第 ５ 報告第 ７号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第 ６ 議案第５３号 教育委員会委員の任命について

第 ７ 議案第５４号 兵庫県町土地開発公社の解散について

第 ８ 議案第５５号 令和４年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ９ 議案第５６号 令和４年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第１０ 議案第５７号 令和４年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について



－2－

第１１ 議案第５８号 令和４年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第１２ 議案第５９号 令和４年度福崎町水道事業会計決算認定について

第１３ 議案第６０号 令和４年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

第１４ 議案第６１号 令和４年度福崎町下水道事業会計決算認定について

第１５ 議案第６２号 令和４年度福崎町下水道事業剰余金処分について

第１６ 議案第６３号 福崎町空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条

例について

第１７ 議案第６４号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について

第１８ 議案第６５号 損害賠償等請求事件の和解について

第１９ 議案第６６号 令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について

第２０ 議案第６７号 令和５年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について

第２１ 議案第６８号 令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について

○本日の会議に付した事件

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

第 ３ 諸報告

第 ４ 報告第 ６号 第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

第 ５ 報告第 ７号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第 ６ 議案第５３号 教育委員会委員の任命について

第 ７ 議案第５４号 兵庫県町土地開発公社の解散について

第 ８ 議案第５５号 令和４年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

第 ９ 議案第５６号 令和４年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認

定について

第１０ 議案第５７号 令和４年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第１１ 議案第５８号 令和４年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

第１２ 議案第５９号 令和４年度福崎町水道事業会計決算認定について

第１３ 議案第６０号 令和４年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

第１４ 議案第６１号 令和４年度福崎町下水道事業会計決算認定について

第１５ 議案第６２号 令和４年度福崎町下水道事業剰余金処分について

第１６ 議案第６３号 福崎町空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条

例について

第１７ 議案第６４号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について

第１８ 議案第６５号 損害賠償等請求事件の和解について

第１９ 議案第６６号 令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について

第２０ 議案第６７号 令和５年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について

第２１ 議案第６８号 令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について
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開会及び開議

議 長 皆さん、おはようございます。

第５１１回福崎町議会定例会開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

白露の時期となり、日中の残暑が残るものの朝夕に秋の気配を感じる頃となり

ました。皆様におかれましてはご健勝にてご参集を賜り、誠にありがとうござ

います。

さて、本定例会に提案されます案件は、報告第６号から議案第６８号までの報

告２件、議案１６件、計１８件であります。

いずれも重要な案件でありますので、慎重にご審議をいただき、また、議事の

円滑なる運営につきましても格別のご協力をお願いいたしまして、本定例会の

開会の挨拶といたします。

ただいまの出席議員数は１４名でございます。定足数に達しております。よっ

て、第５１１回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。

また、総務課及び事務局から写真撮影の申出が出ておりますので、撮影を許可

いたします。

ただいまから、第５１１回福崎町議会定例会を開会いたします。

これより本日の日程に入ります。

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長 日程第１は、会議録署名議員の指名であります。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。

３番、牛尾雅一議員

１０番、松岡秀人議員

以上、両議員にお願いいたします。

日程第２ 会期の決定

議 長 日程第２は、会期の決定であります。

会期の決定の件を議題といたします。

去る９月１日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、既

に皆様のお手元に配付しております日程案のとおり、本日から９月２８日まで２

１日間としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

議 長 異議なしと認めます。

よって、会期は本日から９月２８日までの２１日間といたします。

日程第３ 諸報告

議 長 日程第３は、諸報告であります。

８月９日の第５１０回福崎町議会臨時会閉会後、本日までの議会活動について、

事務局に報告をさせます。

事 務 局 議会活動報告をいたします。
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報告の内容につきましては、主なものを申し上げます。

８月２７日、エルデホールにおいて、防災講演会が開催され、各議員が出席い

たしました。

８月３１日、大会議室において、総合計画審議会が開催され、各委員が出席い

たしました。

そのほかの議会活動報告は、お手元に配付の報告書のとおりです。

以上です。

議 長 以上で、議会活動報告を終わります。

また、例月出納検査の報告書が議長宛てに提出されており、その写しを配付し

ております。

次は、議案の上程及び議案説明であります。

これより、報告第６号、第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につ

いてから、議案第６８号、令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついてまでの１８件を議題といたします。

これから、上程議案に対する町長の提案内容の説明を求めてまいります。

町 長 皆様、おはようございます。

第５１１回定例会を招集しましたところ、全員のご出席を賜り、誠にありがと

うございます。

９月議会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。

９月に入りましたが、残暑厳しい日が続いておりますので、皆様方もどうかく

れぐれもご自愛くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。このような

暑さの中でも稲の穂が色づき始めています。このまま順調に育って収穫のときに

は農家の皆様の明るい笑顔が見られることを願っております。

さて、９月２３日は、２０１７年に国連総会で決議された手話言語の国際デー

です。福崎町では、その９月２３日に、日本パラアート協会と共催して「手話ダ

ンス甲子園」をエルデホールで開催します。手話は、主に聴覚に障がいのある人

が手・指や体の動き、視線や表情などを使って表現する言語です。この手話を取

り入れたダンスパフォーマンスを競うもので、既に予選大会が、西日本は岡山県

倉敷市、東日本は千葉市幕張で開催され、地元のテレビでも放映されました。

８月２７日には、読売テレビの２４時間テレビで「手話ダンス甲子園」のこと

が取り上げられてうれしく思ったところです。また、９月23日のエルデホールに

も数社のテレビ局が取材に来てくださると聞いており、楽しみにしています。

私も、ろう者や障がいのある人が踊る手話ダンスを何度か見ましたが、そのパ

フォーマンスに感動いたしました。今回の「手話ダンス甲子園」のイベントを多

くの町民の皆様にも知っていただき、ぜひ見ていただきたいと思っています。そ

して、この取組が共生社会の実現につながっていくことを期待しています。

８月２８日、２９日に全国市町村長サミットが初めて兵庫県で開催され、２日

目の視察場所に福崎町も選ばれました。約７０名がお越しになり、辻川界隈を案

内しました。池から飛び出す河童のガジロウ、柳田國男先生の生家、大庄屋三木

家とＮＩＰＰＯＮＩＡ播磨福崎蔵書の館を見ていただき、福崎町をアピールしま

した。

河童のガジロウが活躍しています。８月２６日に落雷があり、辻川山公園のガ

ジロウが動かなくなりました。そこでＳＮＳに「河童を制御できません。池から

逃げ出した模様」と投稿をしたところ多くの人から注目を集め、４日後には再生

回数が２６０万回を超えました。今やガジロウの人気は全国区だと感じています。

また、９月３日にはＮＨＫ総合テレビで、神崎郡と熊本市が観光でどちらが一
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押しのまちかを競う番組がありました。神崎郡を代表してガジロウが登場し、く

まモンと対決しましたが、私は有名なくまモンに勝っていると感じました。残念

ながら熊本市との勝負には負けましたが、インパクトでは神崎郡は負けていなか

ったと思っています。

これからも元気なまち福崎町を全国に向けて発信してまいります。

続いて、各課からの所管事項報告です。

総務課では、令和６年度採用の職員採用試験の募集を締め切りました。一般行

政職は４人程度の採用予定に対して３０人、保育教諭若干名に対し４人、土木職

若干名に対し１人の応募がありました。１次試験は、９月１７日、神戸医療未来

大学で実施します。

次に、選挙管理事務についてですが、選挙人名簿の定時登録者数は、９月１日

の基準日現在、男７，３４７人、女８，０４０人、計１万５，３８７人となり、

前回６月の定時登録から男女の増減はありますが、合計は同数になっています。

企画財政課です。

第６次総合計画について、令和５年６月以降、総合計画審議会を３回、まちづ

くり委員会を４回、策定委員会を７回、ワーキンググループの会議を随時開催し、

基本構想骨子案、基本計画案についての検討を進めています。

引き続き、総合計画審議会、まちづくり委員会の意見や提言をいただきながら、

令和５年度中の策定に向け作業を進めています。

税務課では、令和５年度町県民税の納税通知書を６月１６日に、国民健康保険

税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納入通知書を７月１４日に発送しまし

た。

また、滞納整理対策委員会では、債権管理条例に基づき税・使用料等の債権管

理台帳を作成し、情報共有を図るとともに、令和５年度徴収計画に基づき、関係

課と連携しながら滞納整理に取り組みます。

地域振興課では、福崎夏まつりは、４年ぶりとなる通常形態で開催しました。

例年よりも多い約９，０００人の来場の下、大いに盛り上がり、企業協賛と住民

の皆様からの募金によって８００発の花火を打ち上げることができました。この

場をお借りしてお礼を申し上げます。福崎秋まつりを１０月２８日に計画してい

ます。各種団体と連携し、地域の交流と活性化に努めてまいります。

文珠荘では、老朽化している浴場の改修工事に着手しています。工事期間中、

お風呂の営業を休止します。ご迷惑をおかけしますがご理解をお願いします。

福崎町商工会による中小商業者応援券事業が８月１日から始まりました。プレ

ミアム部分を２０％として、額面総額８，４００万円で町内事業者の売上げ応援

と地域の消費喚起に期待しています。

住民生活課では、神崎郡消防操法大会が、６月２５日にさるびあドームにおい

て開催され、小型動力ポンプの部で駅前分団が優勝、庄分団が準優勝というすば

らしい成績を収めました。

本年度の交通安全モデル地区に西治自治会を指定し、年間を通じて交通安全事

業を行います。

秋の全国交通安全運動は、９月２１日から３０日までの予定で実施されます。

福崎町防災講演会「これからの地域防災に期待すること～自助・公助の役割を

考える～」を８月２７日、エルデホールにて開催しました。

災害発生時において必要となる、避難所の開設訓練を、１１月４日高岡小学校

体育館において、高岡校区の住民の方に参加していただき、実施する予定です。

福祉課では、９月は高齢者福祉月間で、１日には最高齢者宅を訪問し、祝福さ
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せていただきました。２９日には文化センターで高齢者芸能慰安会を開催し、曲

芸・漫才・歌謡ショーなどをお楽しみいただく予定です。

巡回バスサルビア号では、９月にまちなか便で新車を導入し、車両に妖怪ベン

チのラッピングなど趣向を凝らしたデザインとしました。９月の１か月間は、ま

ちなか便を日曜日、祝日も含めた全日運行し、また１日乗車券を発行するなど、

新たな観光客などの利用を促進します。

ほけん年金課です。

保健事業については、特定・基本健康診査、がん検診を６月１０日から７月３

１日まで土・日を含み１１日間実施しました。

新型コロナウイルスワクチン接種については、１０月中旬から、令和５年度秋

冬接種として、初回接種を終了した生後６か月以上の全ての人を対象にワクチン

接種を始める予定です。詳細が決まり次第、報告させていただきます。

農林振興課では、福崎町農業委員会において、８月２８日、２９日の２日間で

町内全域の農地パトロールを実施しました。今後、耕作放棄地や不適切な使用等

について整理し、所有者等に対し文書や現地立会い等を行い適正な管理となるよ

う指導します。

集落の裏山で、山地災害防止機能等を高める必要がある里山林において、緑の

保全及び再生、多様な公益的機能を十分に発揮させるため、里山防災林整備事業

を西治地区で実施します。９月上旬に関係集落において事業実施説明会を行い、

その後、整備造成工事に着手します。

令和５年産もち麦の収穫状況は、米澤モチ２号、フクミファイバー合わせて、

作付面積２８．６ヘクタール、収穫量約６４．９トンとなりました。

まちづくり課です。

道路橋梁事業では福崎駅へのアクセス強化を図るため、引き続き町道福崎駅田

原線及び千束新町線について、関係者の協力を得ながら用地買収等を推進してい

きます。福崎町橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検の実施や高橋橋、福崎歩

道橋の補修工事の実施、また、長寿命化修繕計画を更新します。

河川では、今年度も緊急浚渫事業債を活用し、堆積土砂撤去などを実施し、防

災に努めます。

都市計画では、地元及び県と調整を図りながら、特別指定区域の見直しを実施

します。また、町内に点在する空家等の適正管理、活用促進及び総合的な計画策

定を目的とした空家等対策計画を策定します。

上下水道課です。

水道事業では、三ノ宮配水池送配水管更新工事（第一工区）及び同配水池の緊

急遮断弁設置工事は、９月末に入札を実施予定です。

また、田口、板坂、桜、長野地区において、各戸メーター替えを１０月から実施

します。

雨水幹線整備では、南田原地区の川すそ雨水幹線工事（その１３）は、播但道

福崎南ランプの高架下を施工する予定で、入札に向けて準備を進めています。ま

た、福田・駅前地区の直谷第２雨水幹線工事においても９月末に入札を行う予定

で、早期の着工を目指します。

福崎浄化センター横のさるびあ公園では、トイレや日よけなどを設置します。

公募型プロポーザル方式にて業者を決定するため、事務を進めています。

学校教育課では、遠野市との児童交流事業を８月２７日から２９日にかけて実

施しました。本町の小学校６年生児童が遠野市を訪問して両市町の絆を深め、子

ども同士の交流を行うなど、今後につながる大変有意義な時間を過ごすことがで
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きました。

福崎小学校、高岡小学校及び八千種小学校のトイレ改修工事は順調に進み、２

学期の開始に合わせて３校ともに使用を開始しています。

中学校の体育大会を９月１６日に、小学校の運動会を９月２３日に開催します。

社会教育課では、恒例行事となりました図書館キャンドルナイトを本日、９月

８日の夕暮れから、開催します。

エルデホール３０周年記念イベントとして、９月１７日に「福崎名人寄席」を

開催予定です。

文化講演会は、福崎町文化協会と福崎町スポーツ協会の共催で、福崎秋まつり

に合わせて「中国大黄河雑技団による中国雑技『川劇変面』」を、１０月２８日

に文化センターにおいて開催する予定です。

さて、今議会に提出いたします議案等につきましては、報告２件、議案１６件

の計１８件です。

報告第６号、第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告は、令和４年４

月から令和５年３月までの決算内容を報告するものです。

報告第７号、令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告は、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律に基づき、報告するものです。

議案第５３号、教育委員会委員の任命は、現委員の西村照明氏の任期満了に伴

い、さらに同氏を任命することについて議会の同意を求めるものです。

議案第５４号、兵庫県町土地開発公社の解散は、公共事業用地の先行取得を行

ってきた土地開発公社を解散することについて、議会の議決を求めるものです。

議案第５５号、令和４年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定から、議案第６１

号、令和４年度福崎町下水道事業会計決算認定までは、地方自治法または地方公

営企業法の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定をお願いするもので

す。

議案第６２号、令和４年度福崎町下水道事業剰余金処分は、下水道事業の決算

認定の議案に関連するもので、未処分利益剰余金の一部を処分することについて、

議会の議決を求めるものです。

議案第６３号、福崎町空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例

及び議案第６４号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法令の整備に関する法

律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例は、いずれも上位法令等の改正に伴

い、所要の改正を行うものです。

議案第６５号、損害賠償と請求事件の和解は、原告を有限会社アケボノ企画、

被告を福崎町とする損害賠償等請求事件について、和解条項のとおり和解したい

ので、議会の議決を求めるものです。

議案第６６号、令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）から、議案第６

８号、令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）までは、令和５年度の

各会計の補正予算について議会の議決を求めるものです。

以上、報告が２件、人事案件が１件、決算が７件、剰余金処分が１件、条例改

正が２件、補正予算が３件、その他２件の全１８件となっています。

詳細説明は、副町長、会計管理者ほか担当課長が行いますので、ご審議を賜り

ご賛同いただきますようよろしくお願いを申し上げまして、冒頭の挨拶とさせて

いただきます。

議 長 ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。

これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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日程第４ 報告第６号 第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について

議 長 日程第４、報告第６号、第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告につ

いてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

地域振興課長 報告第６号、第３４期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について、ご説

明申し上げます。

株式会社もちむぎ食品センターは、福崎町が２分の１以上を出資している法人

であることから、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、その決算に

ついてご報告させていただくものでございます。

１ページをお願いいたします。事業報告について概要を申し上げます。

第３４期は、コロナの重点措置が解除されたことで、上期は通販部門を除き各

部門は前期実績を上回ることができました。

下期は、第７波・第８波の感染拡大がありましたが、レストランの団体利用な

どで前期を上回りました。販売店・通販は売上が減少したものの第３４期事業

は前期を上回る実績を上げることができました。

営業利益は、ウクライナ問題などで光熱費や原材料の仕入れコストが上昇し、

売上原価が第３３期より約３８０万円多くなりました。販売費、一般管理費は

賞与のカットなどで前期より１８５万円のコスト削減を図りました。

税前当期損益は、マイナス２８３万円となりました。再建に係る長期借入金の

返済につきましては、町へ３００万円を返済し、借入金残高は５，４００万円

となりました。各事業の実績は、記載のとおりでございます。

３ページをお願いいたします。貸借対照表です。

まず、資産の部、流動資産は現金及び預金から仮払税金まで合わせて６，２１

９万３，９４３円、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産と金融機関等へ

の出資金で５０６万４，３６７円、で、資産の部合計は、６，７２５万８，３

１０円となり、前期と比較しますと約１２４万円の減となりました。主な要因

としましては、現金及び預金４５１万円の減、原材料３８７万円の増などとな

っています。

負債の部では、流動負債が買掛金から商品券までの１，３５５万４，６３９円、

固定負債は町からの長期借入金の残高５，４００万円で、負債の部合計は６，

７５５万４，６３９円となり、前期と比較しますと約１７７万円の増となりま

した。

純資産の部は、資本金３，０００万円は異動なく、利益剰余金は、当期純利益

がマイナス３０１万６，９６３円で繰越利益剰余金がマイナス３，０２９万６，

３２９円となりました。純資産の部合計はマイナス２９万６，３２９円となり

ました。また、前期の当期純利益は８６万６，６３２円でした。負債及び純資

産の合計は、資産の部合計と同額の６，７２５万８，３１０円という状況でご

ざいます。

４ページをお願いいたします。損益計算書です。

売上高合計は１億２，５４６万４，９１７円。前期と比較しますと約５３０万

円の増となりました。売上原価は、期首棚卸高、商品仕入高、当期製品製造原

価の合計から期末棚卸高を差し引いた８，０１９万９，２２６円で、差引き売

上総利益金額は４，５２６万５，６９１円となりました。前期と比較しますと

約１４３円の増となりました。
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次に、販売費及び一般管理費は、５ページをお願いいたします。

５ページに内訳をお示ししていますとおり給料手当、消耗品費や保険料などの

合計５，０５１万２，５６６円です。

４ページへ戻ってください。営業利益はマイナス５２４万６，８７５円となり

ました。前期は、マイナス８５３万３，５６４円でした。

営業外収益は、雑収入として県町補助金、雇用調整助成金など２４１万４，２

６０円の給付を受けたものの、経常利益はマイナス２８３万１，８１７円とな

りました。そして、法人税等を差し引いた当期純利益はマイナス３０１万６，

９６３円となりました。前期はプラス８６万６，６３２円でございました。

コロナ禍、飲食業界が苦しんでいる中、売上高は前年比プラス５３０万円と伸

びましたが、エネルギー、原材料費の高騰の影響を大きく受けました。人件費

の削減、１０月からの価格改定など経営改善に努めてまいりましたが当期純損

益は約３００万円の赤字となりました。そのような状況の中、町へ３００万円

を返済するなど持続的な安定した運営に努めました。

なお、売上原価の７行目、当期製品製造原価６，８５２万９，６３０円の内訳

を６ページでございます。６ページに製造原価報告書としてお示ししておりま

す。

材料費は、２，６４１万５３２円。労務費は、レストラン、売店、麺工場等に

係る人件費で３，０１６万７，３３９円、製造経費は素麺、精麦、カステラな

どの外注加工費や水道光熱費、保険料などの１，１９５万１，７５９円、合計

で当期製品製造原価は６，８５２万９，６３０円となりました。前期と比較し

ますと約３８５万円の増となりました。光熱費や原材料の仕入れコストが増え

たことによります。

７ページをお願いいたします。

７ページは株主資本等変動計算書です。貸借対照表の純資産の部において、第

３４期に変動があった項目をお示ししています。変動額については、いずれも

当期純利益金額マイナス３０１万６，９６３円によるものでございますが、繰

越利益剰余金及び利益剰余金合計が当期首残高マイナス２，７２７万９，３６

６円から当期末残高マイナス３，０２９万６，３２９円に。

株主資本合計及び純資産の部合計は、当期首残高２７２万６３４円から当期末

残高マイナス２９万６，３２９円となっています。

８ページをお願いいたします。

８ページには、重要な会計方式に係る注記として棚卸資産の評価方法や減価償

却の方法、消費税の会計処理に係る採用方式を記述するとともに、株式の発行

総数が６００株であることをお示ししています。

９ページをお願いいたします。

９ページには、監査報告書を添付しておりますので、後ほどお目通しください。

１０ページです。

１０ページは、第３５期の事業計画となります。１、売上高については、コロ

ナが落ち着いたことで第３４期より１，０００万円増を見込んでいます。そし

て、経常利益を９８万５，０００円としています。

それから、報告第６号説明資料でございます。報告第６号説明資料、１ページ

です。

１ページは、第３４期事業実績表です。上段は各部門別の月別の実績。下段は

レストラン利用者で、営業日数３０８日、３万７，５８０人、前期より３，３

５１人増でした。
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２ページです。

２ページは、組織表と役員名簿でございます。

３ページです。

３ページは、商品一覧表ともち麦の収穫、在庫状況の推移でございます。もち

麦の在庫量は１９１トンでございます。後ほどご確認ください。

以上、報告第６号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

日程第 ５ 報告第７号 令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

議 長 日程第５、報告第７号、令和４年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 報告第７号について、ご説明いたします。

この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、令和４

年度決算に基づく、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を付し

て９月議会に報告させていただくものであります。

意見書につきましては、議案書に添付しておりますのでご参照願います。

それでは、議案の２ページ目をお開きください。

まず、健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、

各会計において、赤字額は発生しておりませんので、該当はありません。実質

公債費比率は１１．２％、将来負担比率は、６２．９％です。

それぞれの指標における早期健全化基準並びに財政再生基準は、表にお示しし

ているとおりであります。

報告第７号資料に算定内訳等を添付しておりますので、資料に添って説明させ

ていただきます。

資料の３ページをお開きください。

実質赤字比率は、左上の一般会計等が対象でありまして、実質収支額を標準財

政規模で除したマイナスの２．９６％となりました。実質収支が黒字の場合は

マイナス表示となります。

次に連結実質赤字比率は、一般会計等に全ての特別会計、公営企業会計を加え

たものが対象でありまして、右下になりますが、全会計における実質収支額及

び資金剰余額の合計を標準財政規模で除したマイナスの２４．７５％となりま

した。

実質公債費比率につきましては、資料の４ページをお開き願います。

実質公債費比率の対象となる公債費等は①の元利償還金の額から⑦一時借入金

の利子までの合計が該当しまして、⑧の特定財源から⑪の密度補正の元利償還

金の合計につきましては、特定財源や普通交付税算入分など、公債費等から除

外する項目であります。

算定結果は、中段の右寄りになりますが、令和４年度単年では、１３．８７９

９６％と令和３年度に比べ３．３９ポイント悪化しており、３か年平均では１

１．２％で、前年度に比べ１．４ポイント悪化しております。３か年平均にお

ける増加の要因は令和４年度と令和元年度との比較になりますが、①一般会計

の地方債の元利償還金が１億８，０００万円増加、⑨の事業費補正に係る基準

財政需要額に算入された公債費が１億３，０００万円減少、⑩の災害復旧費等

に係る基準財政需要額が６，５００万円増加したことなどにより、実質公債費

比率の分子が２億４，５００万円増加しました。また、分母も⑫から⑭を足し
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た標準財政規模が３億５，５００万円増加したことなどにより４億１，６００

万円増加しましたが、分子の増加率が分母の増加率を上回ったことが要因であ

ります。

将来負担比率につきましては、資料５ページをお開きください。

対象となる将来負担額は、上段に記載しております地方債の現在高から退職手

当負担見込額までの各項目で、合計は下段の算式中、Ａ欄１６１億４，５７５

万５，０００円です。

この将来負担額に対する充当可能財源等は、中段にお示ししているとおりで合

計につきましては、下段のＢ欄１３１億２，４７６万円でＡ引くＢの実質負担

額は３０億２，０９９万５，０００円となっております。

この実質負担額を、標準財政規模Ｃ欄から普通交付税に算入された公債費等の

額Ｄ欄を控除しました４７億９，９５３万９，０００円で除したものが将来負

担比率となりまして、６２．９％となります。前年度は６０．３％でありまし

たので、２．６ポイント悪化しております。

悪化の要因ですが、分子では、将来負担額Ａが５億８，６００万円減少してお

りますが、充当可能財源等Ｂが財政調整基金の取崩しなどによる１億７００万

円の減少、基準財政需要額算入見込額の過去の公債費の算入終了などによる５

億３００万円の減少などにより６億２，６００万円減少しており、これにより

Ａ引くＢの分子が４，０００万円増加、分母では、Ｃの標準財政規模が普通交

付税、臨時財政対策債の減少で１億５，７００万円減少したことなどによりＣ

引くＤの分母が１億３，７００万円減少しました。将来負担比率はＡ引くＢの

分子割るＣ引くＤの分母で算定され、増加要因である分子の増加及び減少要因

である分母が減少したことなどが主な要因となっております。

最後に、公営企業会計における資金不足比率等につきましては、資料６ページ

をお開き願います。

資金不足比率、剰余額につきましては、資料６ページ右から７列目（８）の列

になりますが、法適用企業会計の、水道事業、工業用水道事業、下水道事業会

計、これらの資金不足剰余額は、流動資産から流動負債等を控除したものが資

金剰余額であります。いずれの会計も資金収支は黒字であり、資金不足は発生

しておりません。

以上が、各指標の概要であります。よろしくお願いいたします。

日程第 ６ 議案第５３号 教育委員会委員の任命について

議 長 日程第６、議案第５３号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

副 町 長 議案第５３号、教育委員会委員の任命についてご説明申し上げます。

教育委員の任命は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、町長が議会の同意を得て行います。

教育委員会は、教育長と４名の教育委員で組織されており、教育に関する事務

の管理、執行を行います。

委員の任期は４年であります。

現教育委員の西村照明氏が、令和５年９月３０日で任期満了となることから、

再任をお願いいたしたく、議会の同意をお願いするものでございます。

西村氏の住所は、福崎町福田３７７番地１７、昭和５５年１０月２日生まれの

４２歳でございます。
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西村氏の経歴につきましては、議案第５３号資料をご覧ください。

最終学歴、職歴、役職歴につきましては、左側に記載のとおりです。右側には

教育委員会としての抱負をお示ししています。

また、参考といたしまして、左下には教育委員の任期一覧表をお示ししており

ますのでご参照ください。

西村氏は、役職歴にありますように小中学校ＰＴＡの役職を歴任され、現在も

保護者の立場として、また教育委員の立場として教育行政に熱心に取り組まれ

ています。

また、人格が高潔で教育及び文化に関し高い理解力をお持ちで、福崎町の教育

行政の推進向上に取り組んでいただけるものと確信しておりますので、ご賛同

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

日程第 ７ 議案第５４号 兵庫県町土地開発公社の解散について

議 長 日程第７、議案第５４号、兵庫県町土地開発公社の解散についてを議題といた

します。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 議案第５４号についてご説明申し上げます。

兵庫県町土地開発公社の解散について、公有地の拡大の推進に関する法律第２

２条第１項の規定により、議会の議決を求めるものであります。

議案５４号資料をお開きください。

兵庫県町土地開発公社が解散に至った経緯等についてです。

兵庫県町土地開発公社は、昭和４８年４月に公有地の拡大の推進に関する法律

の規定に基づき設立されて以来、公共事業用地の先行取得を行ってきましたが、

令和元年度には土地の処分が全て終了し、公共施設等の整備が一段落したこと

や、低金利等が続く現下の社会・経済情勢から、土地開発公社を活用した用地

の先行取得の必要性は極めて低いものとなっていること、また、全国的な傾向

としても土地開発公社の存廃を含めた見直しが行われている状況等を踏まえ、

兵庫県町土地開発公社検討委員会を設置し、今後の在り方について検討を行い、

検討結果を取りまとめました。

この検討結果を踏まえ、令和５年２月の公社理事会において本公社の在り方に

ついて協議した結果、出席理事全員から解散することについての同意を得られ

ました。

以上のことから、兵庫県町土地開発公社については本来の役割を終えたものと

して、令和５年度に解散することが適切であると判断したものです。

解散に係る今後の予定につきましては、９月中に関係各町で解散議案を上程、

議決の後、１２月に県へ解散認可申請を行い、令和６年１月に県より解散認可

が下り、法務局へ解散等の登記を行います。

令和６年３月には残余財産が確定し、令和６年５月に関係各町へ残余財産が分

配されます。

以上、議案第５４号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りご賛同

いただきますようお願い申し上げます。

日程第 ８ 議案第５５号 令和４年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 ９ 議案第５６号 令和４年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて
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日程第１０ 議案第５７号 令和４年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１１ 議案第５８号 令和４年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

議 長 日程第８、議案第５５号、令和４年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定につい

てから、日程第１１、議案第５８号、令和４年度福崎町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定についてまでの４議案を一括議題といたします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

会 計 管 理 者 議案第５５号から議案第５８号までの４議案について、決算書、決算報告書

及び議案説明資料により、概要説明をいたします。

まず、議案第５５号は、地方自治法第２３３条第３項の規定により、一般会計

歳入歳出決算について、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付するも

のでございます。

初めに、決算書の一般会計２５８ページをお開きください。決算書です。

実質収支に関する調書でございます。

歳入総額９０億７，９６２万９，６７７円、歳出総額８８億９，９７４万５，

５２８円、差引額１億７，９８８万４，１４９円のうち、翌年度に繰り越すべ

き財源は、繰越明許費繰越額１，２９７万９，０００円で、実質収支額は１億

６，６９０万５，１４９円となり、令和５年度へ繰り越します。

２５９ページから２６６ページまでは、財産に関する調書で、公有財産、物品、

基金及び債権の保有内容をお示ししておりますので、後ほどお目通しをお願い

します。

続いて、決算の概要を説明いたします。

議案第５５号説明資料２ページをお開きください。

初めに歳入についてでございます。

表の一番下、歳入総額は９０億７，９６２万９，６７７円で、対前年度比６億

３，５６４万６，０５５円、６．５％の減となりました。内訳は、一番上、第

１款の町税３３億７，０２０万９，５７１円から、一番下の第２２款町債５億

１，３６５万７，０００円まででございます。

次に、資料４ページをご覧ください。歳出です。

表の一番下、歳出総額は８８億９，９７４万５，５２８円、対前年度比５億１，

５６１万６１４円、５．５％の減となりました。内訳は、一番上の第１款の議

会費１億１，２６３万２，３７０円から、第１０款の公債費１１億１，６１９

万９，２３１円まででございます。

款別の説明をいたします。

まず歳入です。資料の２ページにお戻りください。

歳入総額の３７．１％を占める町税の収納額は、９，８６８万３，２０８円、

３．０％の増となりました。３ページの表で、個人町民税は、平均所得の伸び

や退職所得に係る納税額の増加により、約２，７００万円、３．１％の増、法

人町民税は、原材料価格の高騰に伴う仕入価格の上昇等が企業利益の減少に大

きく影響し、約７４０万円、２．５％の減、固定資産税は、新型コロナウイル

ス感染症の影響で厳しい経営環境にあった中小事業者等の事業用資産に対する

軽減措置の適用が終了したことで、約６，８００万円、３．６％の増、軽自動

車税は、環境性能割の税率改正などにより、約３００万円、４．８％の増、町

たばこ税は、令和３年１０月からの増税により、約７００万円、４．８％の増



－14－

となりました。

資料の２ページをお願いします。

地方譲与税は１１６万８，０００円、１．５％の増、利子割交付金は、７８万

３，０００円、３５．９％の減、配当割交付金は１３９万４，０００円、６．

３％の減、株式等譲渡所得割交付金は１，１３０万８，０００円、４３．４％

の減、法人事業税交付金は９６３万１，０００円、１６．２％の増、地方消費

税交付金は１，８８３万３，０００円、３．８％の増、ゴルフ場利用税交付金

は１０５万１，１７２円、６．９％の減、環境性能割交付金は２９０万６，５

７９円、２５．５％の増、地方特例交付金は、新型コロナウイルス感染症対策

地方税減収補塡特別交付金がなくなったことで、４，３８９万１，０００円、

５４．０％の減、地方交付税は、４，６３６万６，０００円、２．９％の減、

交通安全対策特別交付金は５９万９，０００円、１８．０％の減、分担金及び

負担金は、老人ホーム措置費負担金の減などにより、１，１１３万９，４４９

円、６．３％の減、使用料及び手数料は、３４６万３，５９６円、４．６％の

増、国庫支出金は、新型コロナウイルス感染症対応の負担金、補助金の減など

により、４億３，１１０万３２３円、２７．３％の減、県支出金は、ひょうご

地域創生交付金事業補助金や農村地域防災減災事業補助金の減などにより、１，

６６２万３３４円、２．９％の減、財産収入は、４５３万１，６６８円、３５．

９％の減、寄附金は、７８８万８，０１４円、９．６％の減、繰入金は、１億

７，６６０万７，０００円、３０１．６％の増、繰越金は２，７５９万２，９

１９円、１０．１％の増、諸収入は、兵庫県市町交通災害共済組合解散による

基金分配金や工業団地造成事業会計閉鎖余剰金などが前年度比皆減となったこ

となどにより６，２２１万６，３９７円、１６．９％の減、町債は３億３，５

６４万３，０００円、３９．５％の減となりました。

次に、歳出の款ごとの説明を決算報告書により行います。

決算報告書４５ページをお願いします。

１款、議会費です。

議会費では、定例会４回と臨時会１回が招集され、議案６７件、報告１２件に

ついて、慎重に審議しました。それぞれについて、適正妥当な結論を導き、議

会の権能と責任を果たすよう努め、町民に分かりやすい開かれた議会活動と円

滑な議会運営を行えました。

次、２款総務費です。

４７ページ。一般管理費では、町職員が講師となって専門的な知識を活かした

説明を行う福崎まちづくり出前講座や生涯楽集データバンク「まちの先生」を

実施しました。

遠野市との交流事業として、遠野市産業まつりに４年ぶりに参加することがで

きました。

５２ページ。文書広報費の文書管理一般事務費では、令和３年度から導入して

いた電子決裁について、一部を除き令和４年６月から町長決裁文書までを電子

決裁とし本格的に運用を開始しました。

５５ページ。会計管理費の会計一般事務費では、令和３年３月から財務会計シ

ステムに電子決裁を導入しています。ペーパーレス化を推進することができ、

コスト削減につながりました。

５６ページ。財産管理費の庁舎管理事業では、照明設備のＬＥＤ化、防犯カメ

ラの設置や庁舎西側樹木の伐採などを行いました。

６２ページ。地域振興費では、自立（律）のまちづくり交付金事業や地域交流
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広場事業、アドプト事業を行いました。福崎夏まつり及び福崎秋まつりは、新

型コロナウイルス感染症の感染状況から安全面を考慮し、規模を縮小した形で

３年ぶりに開催しました。民俗辻広場まつりは直前の感染状況を鑑み中止しま

した。

ふるさと応援寄附金事業では、町外の多くの寄附者に応援してもらえるように

記念品の充実と記念品協力事業者を募り、事業の拡充に取り組みました。

７０ページ。交通対策費の交通安全対策事業では、全国交通安全運動、交通事

故防止運動を実施し、交通安全意識の高揚と交通事故防止を啓発しました。ま

た、交通安全対策基金を活用し、凍結防止カーブミラーや通学路カラー舗装工

事を実施しました。

７２ページ。

議 長 提案の説明の途中ですが、暫時休憩いたします。

再開を１０時４５分といたします。

◇

休憩 午前１０時３０分

再開 午前１０時４５分

◇

議 長 会議を再開いたします。

会 計 管 理 者 決算報告書７２ページをお願いします。

文珠荘管理費では、町民福祉の向上及び世代間交流、地域間交流の増進を図る

ふれあいの館として利用しやすい施設を目指しています。令和３年度、新たに

指定管理者を指定し、適正な管理運営に努めました。

７５ページ。応援給付金給付費では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け

ている子育て世帯や一人暮らしの大学生等の生活の支援しました。また、各自

治会における感染症対策の取組に対する補助金を給付しました。

７８ページ。戸籍住民基本台帳費の個人番号カード交付事業では、個人番号カ

ードの交付率向上のため、令和４年度も写真の無料撮影とカード申請の受付を

行いました。休日に申請受付窓口を２４回開設したほか、庁舎外で出張申請窓

口を４１回開設しました。

８１ページ。選挙費では、令和４年７月に参議院議員通常選挙を執行しました。

また、令和５年４月執行の兵庫県議会議員選挙及び福崎町長選挙の準備を行い

ました。

８７ページ。監査委員費では、公正で合理的な行政運営確保のため、福崎町監

査基準及び監査計画に基づいて、決算審査を５日、定期監査を４日、例月出納

検査を１２日、延べ２１日間の検査を行いました。

次、３款、民生費です。

８９ページ。社会福祉総務費は社会福祉事業に要した経費で、主な支出は、民

生委員・児童委員活動に要した経費、社会福祉協議会への委託料・補助金及び

巡回バス運行補助に要した経費等です。

社会福祉一般事務費では、社会福祉や地域福祉に関する一般的な事務に要した

費用を支出しました。令和３年度に引き続きフードドライブの実施や就労支援

に取り組みました。社会福祉協議会への運営委託事業では、福祉施策がより有

効に実施できるように給食サービス事業やミニデイ事業、障がい者相談支援事

業等を委託して実施しました。

１０５ページ。臨時特別給付金給付事業では、新型コロナウイルス感染症の影

響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活の支援を受けら
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れるよう、令和４年度新たに住民税非課税世帯となった世帯等に対して１世帯

当たり１０万円を給付しました。また、非課税世帯から生活保護世帯などを除

く世帯に対して、追加支援分として、町単独で１世帯当たり５万円を給付しま

した。防犯対策事業では、福崎警察署をはじめとする関係団体と連携し、福崎

町防犯指導委員会による防犯パトロールを実施して、防犯意識の高揚を図りま

した。巡回バス運行事業では、令和４年度も新型コロナウイルス感染症の影響

を受ける中、利用者の利便性向上に努めました。

１１２ページ。障害福祉費では、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して

暮らせるよう、福祉の充実と向上を図るために要した費用を支出しました。ま

た、関係団体及び機関と連携を図りながら、障がいへの理解を深め、ライフス

タイルに応じた情報提供やサービス提供を行いました。

１２２ページ。国民年金事務費では、国民年金制度の周知に努め、姫路年金事

務所と協力・連携して、未加入者・未納者の解消に取り組みました。

１２３ページ。老人福祉費では、老人クラブへの助成金、敬老祝賀に要した経

費、中播広域シルバー人材センター運営費、老人福祉給付、通院支援サービス、

人生いきいき住宅助成、介護保険利用者助成、介護保険事業特別会計繰出金な

どを支出しました。老人福祉給付事業では、要援護高齢者の安全・安心の確保

や経済的負担を軽減し、福祉の向上を図りました。人生いきいき住宅助成事業

では、住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるようにバリ

アフリー改造に要する経費の一部を助成しました。介護保険利用者助成事業で

は、介護保険制度における訪問介護、通所サービス等を利用する低所得者に対

し、利用料の自己負担の２分の１を助成することにより、経済的負担を軽減し、

介護サービスの利用促進を図りました。

１２９ページ。医療助成費は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児、母子家庭

等、高齢重度障害者及び子どもの福祉増進を図るための医療費助成事業に要し

た経費です。医療費一部負担助成として、高齢期移行者医療を除く医療費助成

制度の対象者に、町単独施策として、自己負担額に係る県福祉医療制度の一部

負担金について助成しました。議案資料の３１ページ、３２ページに福祉医療

費の月ごとの実績表や年度比較表をお示ししていますので、後ほどお目通しく

ださい。

１３６ページ。養護老人ホーム運営費では、入所者の自主性と思いやりの心を

育て、家族との連携を図りながら、明るく楽しく生き生きとした老人ホームづ

くりに努めました。令和４年度措置人数は、月平均４１．９人でした。

１３８ページ。児童福祉総務費では、児童の健全な育成のため、障がいのある

児童に対して年金や就学援助金を支給したほか、母子父子家庭にも就学援助金

を支給しました。また、赤ちゃん誕生祝い記念品の贈呈をしました。学校教育

課における子ども・子育て支援事業では、福崎町第２期子ども・子育て支援事

業計画の進捗状況を確認し、中間見直しを行うため、福崎町子ども・子育て会

議を開催しました。病気やけがで集団生活ができない児童と保護者への支援を

行うため、神崎郡３町で病児保育事業を実施しました。保健センターにおける

子ども・子育て支援事業では、妊娠期から全ての子どもと家庭を対象に継続的

支援を目指すため設置したふくさきっこステーションの子ども家庭支援員によ

る家庭自立相談の充実を図りました。子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得の子育て世帯を支

援するため、国の施策として、対象児童１人当たり５万円を、また、児童手当

もしくは特別児童扶養手当を受給しているその他世帯へは国施策と町施策とし
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て対象児童１人当たり１０万円を支給しました。

１４３ページ。児童手当費では、次代を担う児童の健全な育成と資質の向上、

家庭生活の安定を目的として、児童手当を支給しました。

１４４ページ。保育所費では、福崎町に住所を有し、保護者の就労等の事情に

より町外の保育所を利用した児童について、該当する私立保育所の設置者に対

して費用を支出しました。

１４５ページ。認定こども園費では、町内及び町外の認定こども園を利用し、

就学前教育・保育を希望する児童のための費用を支出しました。新型コロナウ

イルス感染症対策を徹底し、教育・保育を実施しました。

１５２ページ。子育て支援施設費では、子育て中の親子が気軽に集い、交流で

きる場を提供し、子育てに関する相談や情報提供を行うことにより、子育ての

孤立化や負担感の軽減を図りました。

１５５ページ。学童保育費では、共働き家庭など、学校から帰宅しても誰もい

ない留守家庭の小学生の保護、健全育成を図ることを目的に、学童保育を行い

ました。

次、４款、衛生費です。

１６１ページ。保健衛生総務費では、救急医療体制整備、保健事業協力団体等

への負担金及び補助金と母子保健事業及び食育推進事業など、保健行政に要す

る費用を支出しました。令和元年度から実施しています保健センターの土曜日

開庁も定着し、相談件数も増加してきています。母子保健事業では、健やかに

妊娠期を過ごし、安心・安全な出産を迎え、母子ともに健康に過ごせるよう支

援をしました。食育推進事業では、令和３年度に策定した福崎町すこやかヘル

スプランに沿って、新型コロナウイルス感染症対策を十分に行いながら、食育

事業に取り組みました。妊娠出産子育て応援給付金給付事業では、国の施策に

基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫した伴走型の相談支援の充実と、経

済的負担軽減を一体的に実施しました。

１７０ページ。予防費では、住民の健康増進のため、予防的対策として行った

予防接種事業、成人保健事業、自殺対策事業及び新型コロナウイルスワクチン

接種事業の費用を支出しました。予防接種事業では、安全で適切に接種できる

体制を整えるとともに、任意予防接種助成事業も継続し、感染予防と住民の健

康増進を目指しました。健康長生き事業では、７５歳以上の高齢者が住み慣れ

た地域で安心して、生涯を通じた健康の保持増進を図ることができるよう、関

係団体と連携し支援を行いました。成人保健事業では、６月と７月に町ぐるみ

健診を１１日間実施しました。また、未受診者を対象に１１月に２日間健診を

行いました。自殺対策事業では、令和３年度に策定した福崎町すこやかヘルス

プランに基づき、こころの健康づくりの観点から相談事業や健康教育を実施し

ました。

１７９ページ。新型コロナウイルスワクチン接種事業では、希望する１２歳以

上の住民に対して、新型コロナウイルスワクチン接種を実施しました。新型コ

ロナウイルス小児用ワクチン接種事業では、令和３年度に接種をした人に追加

接種の案内をしましたが、感染した場合の重症化例が少ないことなどから、多

くの方が接種を見送られました。

１８４ページ。公害対策費では、工場等からの公害発生を未然に防止するため、

事業場からの排水調査をするとともに、主要河川の水質調査やゴルフ場からの

周辺環境への影響を監視するため、関係する池や河川の水質を調査しました。

１８６ページ。自然保護費では、自然歩道の補修や維持管理を行いました。ま
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た、福崎町自然歩道を歩こう大会は、参加者を町内在住者に限定するなど、新

型コロナウイルス感染症の予防策を講じた上で３年ぶりに開催しました。

１８７ページ。し尿処理費では、中播衛生施設事務組合への負担金やし尿くみ

取り業務等、し尿処理に要した費用を支出しました。議案資料の３３ページ、

３４ページに中播衛生施設事務組合の決算概要、分担金表、年度別し尿投入量

集計表をお示ししていますので、ご参照ください。

１９０ページ。ごみ処理費では、くれさか環境事務組合への負担金やごみ収集

運搬業務とごみ処理に要した経費を支出しました。議案資料の３５ページから

３７ページまでに、くれさか環境事務組合の決算報告書、分担金及び負担金、

令和３年度の実績搬入量表をお示ししていますので、ご参照ください。また、

３８ページには、令和３年７月から加入した中播北部行政事務組合会計の決算

概要をお示ししていますので、併せてご参照ください。

次、５款、農林水産業費です。

１９５ページ。農業委員会費では、農地法に基づく農地の許認可など、法令事

務や農地の確保と農地利用の最適化の推進に取り組んだ費用を支出しました。

また、農地パトロールを実施し、耕作放棄地の所有者、耕作者に対し、利用の

増進を図るよう、注意や指導などを行いました。

１９８ページ。農業振興費では、営農活動に対して支援を行い、農業経営の安

定化を図るとともに、特産もちむぎの産地振興並びに農産物の生産、供給体制

を整え、地産地消を推進しました。なお、営農対策推進協議会は令和４年度末

に解散しました。中山間地域等直接支払推進事業では、農業生産条件が不利な

中山間地域等において、農地を継続的に維持管理していく集落を対象に、農業

生産活動を支援しました。

２０７ページ。多面的機能支払交付金事業では、高齢化の進行や農業の担い手

不足により集落機能が低下し、適切な維持管理が困難となっている農地・農業

用施設等の地域資源に対し、地域ぐるみで行われる取組を支援しました。環境

保全型農業支払推進事業では、県の認証「ひょうご安心ブランド」を取得して

いる営農組合等が行う有機農業や緑肥の作付など、化学肥料、化学合成農薬を

原則５割以上低減する環境に優しい営農活動に対して支援を行いました。

２１２ページ。農業構造改善施設運営費は、春日ふれあい会館と春日山キャン

プ場の管理運営と施設修理に要した費用を支出しました。

２１３ページ。水田活用推進対策費の水田活用推進対策事業は、地域の特性を

生かし、戦略作物等の作付を推進し、水田農業経営の安定を図る事業で、３年

以上作物の作付を行っていない農地に主食用米、酒米、麦類、豆類、そば、飼

料作物等を作付した農業者に補助金を交付しました。経営所得安定対策直接支

払推進事業は、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食料自給率の向上

と農業多面的機能を維持することを目的とする事業です。福崎町地域農業再生

協議会を実施主体として位置づけ、補助金を交付しました。

２１５ページ。農地費では、土地改良関係団体等で施行された土地改良等事業

に対し、福崎町農林水産業関係補助金交付規則に基づく補助金及び県営土地改

良事業負担金を支出しました。

２１９ページ。国土調査費では、国土調査法に基づく地籍調査に要した費用を

支出しました。

２２１ページ。ほ場整備事業費では、高岡福田地区のほ場整備事業に要した費

用を支出しました。

２２３ページ。ため池整備事業費は、水害・地震対策を必要とするため池の整
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備に要した経費です。農村地域防災減災事業では、地震や豪雨等によるため池

等農業用施設の災害を防止し、農村地域の防災力向上を図るための事業を実施

しました。県営・ため池整備事業は、ため池の耐震性に応じて必要な耐震整備

を実施するもので、令和４年度は三谷池の耐震対策を実施しました。

２２５ページ。林業振興費は、森林の有する多面的機能の持続を図るための里

山整備や森林整備、有害鳥獣駆除に要した費用で、松くい虫被害木の伐倒を実

施し、環境保全と景観の改善を図りました。有害鳥獣駆除事業については、福

崎町猟友会と連携して駆除活動を行いました。

次、６款、商工費です。

２３５ページ。商工費では、新型コロナウイルス感染症や原油価格物価高騰の

影響により売上げが落ち込んだ小規模事業者等を応援するために、事業者支援

事業を実施しました。

商工総務費では、操業企業との調整や工業団地調整池の維持管理費等を支出し

ました。また、令和４年度では、福崎工業団地周辺において産業用地を創出す

ることができる候補地があるかどうかの調査検討を行う福崎町西部工業団地拡

張基本構想策定業務を実施しました。

２３６ページ。商工業振興費の中小企業振興事業では、新型コロナウイルス感

染症で影響を受けた事業者への売上支援策として、商工会事業によるプレミア

ム付商品券を発行しました。また、産業活性化緊急支援事業による町内業者の

振興を図りました。観光振興事業では、辻川界隈の文化財などを活かした観光

促進を図るため、文化観光推進地域計画を策定しました。もちむぎのやかた管

理事業では、第３４期も新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、も

ちむぎのやかたレストラン利用人数は、第３３期と比較して９％の増となりま

した。電気・ガス・食料品等価格高騰対策事業では、新型コロナウイルス感染

症の長期化や物価高騰により影響を受けている町民の生活支援と打撃を受けた

町内店舗等の売上を応援するため、全町民を対象に福咲スマイル商品券を１人

につき５，０００円配布しました。

２５０ページ。消費者行政費では、新型コロナウイルスの感染状況を考慮しつ

つ、町民がより安全で安心して生活できるよう、消費者被害を未然に防止する

ための講座を開設し、消費者の安全・安心の確保に努めました。

２５４ページ。企業会館運営費では、指定管理者の福崎工業団地協議会に企業

会館の運営及び管理を委託した費用を支出しました。

次、７款、土木費です。

２５７ページ。土木費では、安全で快適な住民生活と活発な経済活動を支える

ため、幹線道路、生活道路の改良及び維持補修を図るなど、社会基盤となる道

路や河川等の整備を進めました。また、町の健全な発展と秩序ある整備を計画

的に推進するための都市計画や住民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するた

めの町営住宅の適切な維持管理の費用を支出しました。

道路橋梁総務費は、道路橋梁全般の管理に要する経費で、令和４年度では町道

大貫山田線と中国自動車道のアンダーパスの排水ポンプを更新し、安全な通行

を確保しました。

２５９ページ。道路改修費は、道路構造物の老朽化、また、交通量の増加によ

り損傷が著しい道路について、改修、維持補修などにより、安全・安心な生活

基盤を維持するために要した経費です。道路維持管理事業では、地域から要望

のある生活道路の維持改修工事や交通安全対策基金を活用した車両用防護柵設

置工事などを実施しました。
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２６３ページ。道路新設改良費では、町道福崎駅田原線及び町道千束新町線の

測量設計、用地買収を行いました。

２６５ページ。橋梁改修費では、橋梁を計画的、効率的に維持管理し、長寿命

化を図るために要した費用を支出しました。田口釜之内橋の橋梁補修工事など

を実施しました。

２６６ページ。河川改修費では、県河川の美化事業として、県と委託契約を締

結し、市川・七種川の清掃及び草刈り等を実施し、河川環境の美化に努めまし

た。今後も急激な降雨等により土砂が堆積し、河川断面の流下能力が下がるこ

とによって、溢水する等、可能性があるため、適正な維持管理に努め、災害に

強いまちづくりに努めます。

２６７ページ。都市計画総務費では、都市の健全な発展と秩序ある整備、土地

利用の適正化を図るために必要な経費を支出しました。また、都市計画審議会

を１回、地域公共交通活性化協議会を２回開催し、福崎町の都市計画や地域公

共交通に関する施策などを協議しました。

２７２ページ。まちづくり事業費では、ユニバーサル社会の実現や市街地整備

の推進、市街化調整区域における活力維持に向けた検討に要した費用を支出し

ました。ＪＲが実施する福崎駅バリアフリー化事業に対して補助金を支出し、

福崎駅のエレベーター設置工事が完成しました。

２７５ページ。公園管理費では、市川河川公園やイーストパークふれあい広場

等の適切な維持管理のための費用を支出しました。併せて、福崎浄化センター

修景施設を改修し、子どもが安心して遊べ、快適に利用できるレクリエーショ

ンの場を提供しました。令和４年度は、大型複合遊具と多くの施設を設置しま

した。

２７８ページ。住宅管理費では、町営住宅の維持管理に要する費用を支出しま

した。令和４年度は西野団地と西治団地でそれぞれ１棟の解体撤去工事を行い

ました。４年度末現在の管理戸数は１５１戸です。空家対策事業では、空家実

態把握のため、各集落への空家情報の照会や空家の現地確認を行いました。令

和４年度は、空家バンクの物件登録を９件行い、ホームページ上で入居者の募

集を行いました。４年度末の空家件数は３６２件です。

次、８款、消防費です。

２８３ページ。常備消防費は、姫路市への消防事務委託に要した経費です。令

和４年中の建物火災発生は５件でした。救急出動は９９１件でした。議案資料

の３９ページに消防事務委託経費の決算概要をお示ししていますので、ご参照

ください。

２８５ページ。非常備消防費では、災害から郷土を守るために有事に即応した

新しい知識・技術を取得し、１本部３２分団６００人及び機能別消防団員２５

人の体制で消防施設を効果的に使い、消防活動を行いました。火災・警戒出動

は９６８人、訓練等出動は１，１９４人でした。

２８８ページ。防災対策費では、災害発生時に対処するための費用を支出しま

した。そのほか、災害発生時及び一般行政広域伝達に利用している移動系防災

行政無線の設備の保守点検、兵庫県衛星通信ネットワーク施設・災害対応情報

ネットワークシステムの維持管理費、防災備蓄備品の購入などの費用を支出し

ました。

次、９款、教育費です。

２９１ページ。教育委員会費では、教育委員会の定例会を１２回、臨時会を１

回開催し、教育上の諸問題について審議しました。
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２９２ページ。事務局費では、不登校指導員等の配置により、児童生徒の問題

解決に早期に対応するとともに、ＩＣＴ支援員を配置し、学校でのＩＣＴ活用

を支援しました。平成３０年に提起された福崎西中学校における損害賠償請求

事件は、最高裁判所での上告棄却により全面勝訴が確定しました。

２９６ページ。小学校費は、小学校における義務教育活動の充実と向上を図る

ために要した経費で、老朽化に伴う不良箇所や機器類の修繕を行い、学校施設

の環境改善に取り組みました。自然学校は、町内全小学校５年生１６９人が２

班に分かれ、県立南但馬自然学校で実施しました。令和４年度は、従来どおり

の４泊５日で実施しました。小学校施設長寿命化改良事業では、田原小学校の

トイレ改修工事を行うとともに、令和５年度に実施する福崎小学校、高岡小学

校及び八千種小学校のトイレ改修工事の実施設計を行いました。遠野市友好交

流事業では、３年ぶりに児童交流を実施することができました。

３０４ページ。中学校費は、中学校における義務教育活動の充実と向上を図る

ために要した費用で、老朽化に伴う不良箇所や機器類の修繕を行い、学校施設

の環境改善に取り組みました。中学校施設長寿命化改良事業では、福崎西中学

校並びに福崎東中学校のトイレ改修工事を行いました。小中学校での学校生活

は、コロナの影響が続きましたが、手指消毒やマスクの着用など、感染予防を

徹底しながら学校活動を継続しました。

３１２ページ。社会教育総務費は、生涯学習社会の充実、家庭や地域社会にお

ける教育力の向上に資するための社会教育全般にわたる事業の推進、また、青

少年健全育成活動の推進に要した費用を支出しました。成人式は、「二十歳の

つどい」と名を改め、１月９日に開催しました。地域ぐるみ教育支援事業では、

土曜英語教室、サマースクール等教育支援、登下校時の見守り、校内巡視等に

より、学校、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子どもを育てる学校支援

活動に取り組みました。

３１７ページ。公民館費では、新型コロナウイルス感染症対策を取りながら、

老人大学、サルビアセミナー、美術展、文化講演会などの活動を展開しました。

３２２ページ。図書館費では、図書や雑誌、視聴覚資料等を収集、保管、利用

者へ提供することにより、教養や地域研究、レクリエーション等に資すること

を目的とした図書館の管理・運営に要した経費を支出しました。

３２４ページ。文化センター管理費では、社会教育及び生涯学習の拠点として

重要な役割を果たしている文化センターの管理・運営に要した経費を支出しま

した。２階トイレ改修工事を実施ししました。

３２５ページ。エルデホール運営費では、地域住民の自由な創造活動を促進し、

地域の振興と文化の発展を図るため、芸術・文化活動の場として貸館を行い、

また自主公演事業を実施しました。

３２８ページ。研修センター運営費は、文化センターの分館で社会教育及び生

涯学習の拠点として、安全に快適に利用できるよう管理・運営を行いました。

３２９ページ。青少年野外活動センター費では、野外活動を通じて青少年の健

全育成を図り、また、地域住民に自然に触れる機会や交流の場を提供するため

の費用を支出しました。

３３３ページ。辻川界隈文化振興費は、辻川界隈の文化振興及び文化施設の管

理運営に要した経費で、歴史民俗資料館、柳田國男・松岡家記念館、三木家住

宅及び歴史文化館の運営及び管理に要した費用を支出しました。歴史民俗資料

館運営事業では、郷土資料を収集・保存し、一般に公開するため、企画展、特

別展を実施しました。柳田國男・松岡家記念館運営事業では、柳田國男先生と
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松岡家の業績を顕彰するため、関連する資料を収集、保存し、柳田國男生家と

ともに一般に公開しました。三木家住宅等管理事業では、三木家の歴史や魅力

を来館者に伝えるため、公開イベントを実施しました。また、神戸大学大学院

人文学研究科との共同研究による資料調査を実施しました。

３３９ページ。文化財保護費では、文化財保護に要する費用を支出しました。

主な事業は指定文化財等の助成、埋蔵文化財発掘調査、文化財保存活用地域計

画の作成などです。福崎町文化財保存活用地域計画を令和２年度から３か年を

かけて作成しました。３年目となった令和４年度では、福崎町文化財保存活用

地域計画協議会において、計画の内容を決定し、国の文化審議会の答申を経て

文化庁の認定を受けました。

３４２ページ。保健体育総務費では、生涯スポーツ全般の振興と推進に努めま

した。スポーツ競技で優秀な成績を収めた個人１３人、団体１組にスポーツ功

績賞を表彰しました。

３４７ページ。給食運営費では、福崎町すこやかヘルスプランに基づき、安

全・安心な地域の食材をできるだけ多く給食に取り入れました。また、福崎町

の特産物であるもちむぎに親しみ、家庭でも活用してもらえるように、給食に

おいても、もちむぎ麺やもちむぎ精麦を使用した献立を積極的に取り入れまし

た。給食における地産地消率は４５．４％と、令和３年度よりも２．４ポイン

ト増となりました。

３５０ページ。町民グラウンド管理費では、町民第１・第２・第３グラウンド

やスポーツ公園の維持管理に要した費用を支出しました。福崎町の健康づくり

とスポーツ活動を行う生涯スポーツの場として利用されました。

３５３ページ。学校施設社会開放費では、生涯スポーツを推進するため、また、

町民のスポーツの場を広げるため、学校施設の社会開放を行いました。

３５４ページ。体育館運営費では、施設において、より安全で効率的なスポー

ツ活動の場を提供するために設備の充実、整備を行いました。

次、１０款、公債費です。

３５７ページ。公債費では、長期借入金の返済額は元金１０億８，６１２万９，

０８９円で、令和４年度借入総額は５億１，３６５万７，０００円で、令和４

年度末現在高は１０７億７，６９８万５，３５６円となりました。利子は、長

期借入金利子３，００５万２，５６６円と、年度内に資金不足が生じたために

一時借入れを行った利子１万７，５７６円です。

次、１１款、予備費です。

３５９ページ。予備費は、予算の範囲内で支出できましたので、充用はありま

せんでした。

以上で、決算報告書での説明を終わります。

ここで、議案第５５号説明資料について、かいつまんで説明いたします。資料

をお願いします。

１ページは、特別会計を含む各会計決算概要と公営企業会計も含む町全体の給

与費明細書です。２ページから４ページまでは、前年度決算額との比較です。

今回から主な増減理由も付記していますので、ご参照ください。５ページ、６

ページは、歳入歳出の項ごとの決算表です。７ページ右側には、令和４年度に

実施した新型コロナウイルス感染症に関する主な支援事業と、それを記載した

決算報告書のページ番号の一覧表です。８ページ、９ページはそれら事業の一

覧表になります。１０ページは、基金の状況です。一般会計の令和４年度末現

在高は、２０億３，８８３万３，１２４円となりました。１１ページの上段は
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不用額についてです。不用額は全体で２億４，２０２万４，４７２円で、資料

の１２ページから１８ページまでには、節別それぞれの事業ごとに２０万円以

上の不用額の金額とその理由を説明しておりますので、お目通しください。１

１ページの下段は、調定額に対する収入未済額についてです。調定額に対する

収入未済額は、７，７２２万４，９３８円で、対前年度１６８万６，２０１円

の減となりました。資料の１９ページから２９ページまでに、町税等の徴収金

の収納状況や不納欠損、滞納等の状況について資料を添付していますので、ご

参照ください。３０ページは、社会保障財源化分の地方消費税交付金が充てら

れた社会保障施策に要する経費の一覧です。３１ページから３９ページまでは、

それぞれの事業のところで説明をしたとおりです。４０ページから４６ページ

までに、まち・ひと・しごと創生総合戦略アクションプラン進捗管理表をお示

ししておりますので、後ほどご参照ください。

以上で、議案第５５号の説明を終わらせていただきます。

次に、議案第５６号、国民健康保険事業特別会計決算概要について、ご説明い

たします。

まず、決算書の国保会計４２ページをお開き願います。

実質収支に関する調書でございます。歳入総額１９億１，１７２万２，３４９

円、歳出総額１８億９，９６９万９，６７１円。差引額、実質収支額ともに１，

２０２万２，６７８円で、うち２万円を繰り越しし、残り１，２００万２，６

７８円は、令和５年度で基金に積立てしました。

４３ページには、財政調整基金の保有状況をお示ししております。決算年度末

の現在高は７，１７９万４，８９４円でございます。

次に、決算報告書で概要説明をさせていただきます。決算報告書の国保会計１

ページをお開き願います。

本文の１行目から、かいつまんで朗読説明いたします。

国民健康保険制度は、国民皆保険体制の基盤をなす制度ですが、急速な被保険

者の高齢化や医療の高度化等による医療費の増加、また、離職者や低所得者が

多いという制度の構造的な問題を抱え、その財政運営は非常に厳しい状態にあ

ります。

令和４年度における制度改正の主なものは、課税限度額の見直しと未就学児の

均等割負担の軽減等です。令和４年４月１日から地方税法施行令の一部改正が

施行されたこと等に伴い、課税限度額の見直し及び小学校入学前の未就学児に

かかる国民健康保険税均等割負担の５割軽減を行いました。

２ページ。歳入では、１世帯当たりの保険税年額は１４万９，８７６円、１人

当たりの保険税年額は９万５，９０５円となりました。国保税の収納率は、現

年度分９４．８％、滞納繰越分１９．６％、全体では８２．９％となりました。

歳出に入ります。

４ページ。保健給付費は、歳出全体の６９．８％を占めています。対前年度比

はマイナス２．３％となりました。

５ページ。保険事業です。特定健康診査については、メタボリックシンドロー

ムに着目し、生活習慣の改善や重症化の予防を目的に実施しました。健診の周

知徹底のため、対象者の氏名を印字した申込書を各世帯に郵送するほか、令和

３年度にためた健康づくりポイントを健診費用の一部に還元するなど、受診し

やすい環境づくりに努めました。令和４年度の特定健康診査の受診者数は、集

団健診９４３人、個別健診１２８人、計１，０７１人で、受診率は３７．８％、

前年度に比べ０．８ポイント増加しました。



－24－

議案第５６号説明資料の１ページには、２０万円以上の不用額及び保険税収納

状況、２ページから４ページには決算勘定表、税賦課状況についてお示しして

いますので、ご参照ください。

次に、議案第５７号について、ご説明いたします。

決算書の後期高齢者医療事業特別会計の２２ページをお開き願います。実質収

支に関する調書でございます。

歳入総額３億５６８万１，４６０円、歳出総額２億９，９０８万２，３０５円、

差引額、実質収支ともに６５９万９，１５５円です。

次に、決算報告書で、概要説明をさせていただきます。

後期高齢者医療事業特別会計の決算報告書１ページをお開き願います。

後期高齢者医療制度は、若い世代と高齢者の負担能力を勘案しつつ、現役世代

が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで

国民皆保険を引き継いでいく支え合いの仕組みです。保険料率は兵庫県内は均

一で、２年ごとに改定されます。

兵庫県後期高齢者医療広域連合では、令和４年度に改定され、令和４年、５年

度の保険料は均等割額５万１４７円で、令和３年度と比較して１，２２４円の

減、所得割率１０．２８％で、０．２１ポイントの減となっています。賦課限

度額は６６万円です。

令和４年度には一部負担金割合の見直しが行われ、これまで１割負担であった

被保険者の一部が令和４年１０月以降は２割負担となりました。

令和５年３月末の被保険者数は、２，９７７人です。

歳入は、保険料や一般会計からの繰入金で、繰入金は人件費や事務費、保険基

盤安定負担金に充当します。

歳出は、人件費のほか、事務費等経費、後期高齢者医療広域連合納付金を支出

しました。

議案第５７号資料１ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納状況を、

２ページ、３ページには給付費の状況についてお示ししていますので、後ほど

ご参照ください。

次に、議案第５８号について、ご説明いたします。

決算書の介護保険事業特別会計４８ページをお願いします。

実質収支に関する調書でございます。歳入総額１７億６，２４０万３，０２４

円、歳出総額１７億１，３９６万９，１６３円、差引額、実質収支とも４，８

４３万３，８６１円で、うち２万円を繰越金とし、残り４，８４１万３，８６

１円を令和５年度で基金に積み立てました。

４９ページには、財政調整基金の保有状況をお示ししております。決算年度末

の現在高は、７，３７８万８，２１７円でございます。

次に、決算報告書で概要説明をさせていただきます。

決算報告書介護保険事業特別会計の１ページをお開き願います。

介護保険事業は、高齢者がいつまでも健康で生き生きと生活を送ることができ

るよう、介護サービス提供体制の充実を図り、安心して安定的にサービスが利

用できるよう努めました。

介護保険制度は平成１２年に施行され、令和４年度で２２年が経過しました。

令和４年度は第８期の２年目となります。第８期の主な改正点は、基準月額を

５，７８０円から６，１６０円としたことです。また、所得段階第７段階の基

準所得金額を１０万円、第８段階を２０万円引き上げました。また、消費税率

引上げによる公費を投入して、低所得者の保険料軽減割合及び所得段階を令和
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２年度からさらに拡充し、保険料基準額に対する第１段階の割合を５０％から

３０％、第２段階の割合を６５％から５０％、第３段階の割合を７５％から７

０％に軽減しています。利用者自己負担割合は所得水準にかかわらず原則１割

でしたが、平成２７年８月から所得等に応じた負担割合となり、６５歳以上で

一定所得がある方は２割に引上げになりました。さらに、平成３０年８月から

は、現役並み所得者について、負担割合が３割に引き上げられました。

２ページ。歳入では、保険料の収納率は現年度分９９．７％、滞納繰越分２７．

５％、全体では９９．３％となりました。

歳出です。４ページ。

令和４年度の介護保険給付費は１５億５，９９６万４，０１９円となり、対前

年度比０．５％の減で、サービス別介護保険給付費では、通所介護、訪問介護、

訪問看護等の居宅サービス費が前年度比１．４％減、地域密着型サービス費は

対前年度比４．０％増、施設サービス費は対前年度比１．４％減となりました。

５ページ。介護予防生活支援サービス事業では、要支援１、２と事業対象者の

方に対し、介護予防ケアマネジメントに基づき生活支援サービスを提供しまし

た。生活支援を必要とする高齢者は多く、訪問型サービスの需要が高くなりま

した。

１２ページ。生活支援体制整備事業では、介護予防、生活支援サービスの資源

開発等を目的に活動する組織である生活支援協議体の会議を令和４年度、２回

開催しました。新型コロナウイルス感染症拡大状況下での介護予防、生活支援

サービスと社会参加について検討しました。また、地域資源の一つである移動

販売についてや、コープ神戸と社会福祉協議会との協同プロジェクト、便利帳

の作成などについても検討しました。

１３ページ。認知症総合支援事業では、地域包括支援センター職員が認知症の

人と、その家族への相談業務や関係機関の連携支援を行うなど、包括的な支援

を行いました。

議案第５８号説明資料１ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納状

況、２ページには事業状況、３ページ、４ページには決算勘定表、５ページに

は月別の給付状況等についてお示ししていますので、ご参照ください。

以上、議案第５５号から議案第５８号までの４議案について一括説明をさせて

いただきました。よろしくご審議賜り、認定いただきますようお願いいたしま

す。

日程第１２ 議案第５９号 令和４年度福崎町水道事業会計決算認定について

日程第１３ 議案第６０号 令和４年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について

日程第１４ 議案第６１号 令和４年度福崎町下水道事業会計決算認定について

議 長 日程第１２、議案第５９号、令和４年度福崎町水道事業会計決算認定について

から、日程第１４、議案第６１号、令和４年度福崎町下水道事業会計決算認定に

ついてまでの３議案を一括議題とします。

各議案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 議案第５９号から議案第６１号までの３議案について、ご説明申し上げます。

この３議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、

令和４年度の水道事業会計、工業用水道事業会計並びに下水道事業会計の決算に

ついて、議会の認定をお願いするものです。

議案第５９号、水道事業会計決算からご説明申し上げます。
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決算書の１、２ページをお開きください。

水道事業の決算報告書です。この報告書は予算に対する執行実績を示したもの

で、消費税込みで表示しております。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、水道事業収益、予算額４億３，０３０万円に対しまして、決算

額４億１，７１０万６，１７７円、予算額と比較して１，３１９万３，８２３円

の減であります。各項の決算額は、１項、営業収益３億２，４６９万５，８８３

円、２項、営業外収益９，２４１万２９４円、３項、特別利益はありませんでし

た。

支出は、１款、水道事業費用、予算額４億２，１７３万６，０００円に対しま

して、決算額４億５０９万１，８５５円、不用額は１，６６４万４，１４５円と

なりました。各項の決算額は、１項、営業費用３億８，１８７万７２０円、２項、

営業外費用２，３２２万１，１３５円、３項、特別損失はありませんでした。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額１，２３０万円に対しまして、決算額１，

９７４万７，８０９円、予算額と比較して、７４４万７，８０９円の増となりま

した。各項の決算額は、１項、補助金１０４万５，６４０円、２項、工事負担金、

１，７７６万６，１００円、３項、固定資産売却代金は９３万６，０６９円でし

た。

支出は、１款、資本的支出、予算額１億３，９６９万円に対しまして、決算額

１億９６５万２，３４０円、翌年度への繰越しはなく、不用額は３，００３万７，

６６０円となりました。各項の決算額は、１項、建設改良費６，８２５万８，３

００円、２項、企業債償還金３，９８６万３，７９０円、３項、固定資産購入費

は１５３万２５０円でした。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額８，９９０万４，５３１円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６２２万９，３００円と過年度

分損益勘定留保資金８，３６７万５，２３１円で補塡しました。

次に、決算の概要をご説明いたします。１３ページをお開きください。

令和４年度の給水量は２４０万７，２５０立米で、前年度と比べ０．７％の減、

給水収益につきましては２億８，５７７万９，４３３円で、０．４％の減収とな

りました。給水戸数は前年度より７０戸増加しております。営業費用においては、

電気代の高騰により動力費が大きく増加し、給水原価を押し上げました。その結

果、料金回収率が１００％を下回りましたが、純利益は確保できております。

有収率につきましては、昨年度と比べ０．６ポイント減少し、９５．３％とな

りました。

建設改良事業では、工業団地配水池加圧ポンプ所監視装置更新工事が完了しま

した。また、三宮配水池送水管更新工事の詳細設計業務が完了し、今後４年間で

全区間、約２キロメートルの耐震工事を実施する予定としております。

委託業務では、水道料金体系の見直し検討業務を行い、適正な料金体系を目指

します。

なお、議案第５９号資料、１、２ページに水道料金及び送配水量の表を添付し

ておりますので、ご参照ください。

次に、決算書１４ページ、（２）は経営指標に関する事項です。下の経営指標

の推移の表と併せてご覧ください。

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて低下し、１０２％

となりました。近年は健全経営の水準とされる１００％を上回っております。料
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金回収率につきましても、前年度と比べ低下し９７．５％となりました。１０

０％を下回っておりますので、事業に必要な費用を給水収益で賄えていないとい

うことになります。また、有形固定資産減価償却率は、償却資産における減価償

却済みの部分の割合を示す比率で、令和４年度は４４．１％と、表では年々比率

の上昇が見られます。この比率の上昇は、施設の老朽化度合いが徐々に進んでい

ることを示しております。一方、管路更新率は、年間の管路更新実績の割合で、

令和４年度は０．１％にとどまっております。現在は、計画的に基幹管路の耐震

化を進めていますが、本町の管路更新については、近年の下水道面整備工事に合

わせて管路の更新を実施してきたため、今後、この指標の大きな伸びは期待でき

ません。

次の１５ページは、建設改良工事の契約内容を、１６，１７ページは給水工事

や保全工事など、１８ページは業務量をお示ししております。

１８ページの業務量①の給水戸数は８，３７７戸で、前年度から７０戸の増。

③の配水総量は２５２万４，８１６立米で、有収率は９５．３％であります。

１９ページには事業収入、２０ページには事業費用を取りまとめております。

２０ページ下の給水原価は、１立米当たり１５７円７０銭、長期前受金戻入を

控除した給水原価は１２１円８１銭、供給単価は１１８円７２銭となりました。

２１ページは重要契約の要旨及び企業債の概要です。令和４年度は企業債の発

行はなく、償還額３，９８６万３，７９０円で、年度末残高は８億５，４０５万

８，８８０円となりました。

２２ページは、キャッシュ・フロー計算書です。上段、当年度純利益は７４８

万４，６７２円。下から３段目、４の資金増減額は４，０５９万５，５１６円の

増。５の期首残高と合わせまして、６の期末残高は９億５，１６２万３，４５６

円となりました。

２３ページからは、収益費用明細書でございます。

まず、収益では、水道事業収益は３億８，７３４万３，７０２円、営業収益は

２億９，５３８万５，１７３円で、主なものは、水道料金２億８，５７７万９，

４３３円や手数料などでございます。水道料金につきましては、１９ページの表

にもお示ししておりますように、一般家庭では増収となりましたが、営業用で減

収となっております。中段、営業外収益は９，１９５万８，５２９円で、主なも

のは、長期前受金戻入、分担金などです。

２４ページからは費用です。

水道事業費用は３億７，９８５万９，０３０円で、うち営業費用は３億６，８

９５万１９５円です。主なものは、原水及び浄水費では、水源地の動力費、配水

及び給水費では、２５ページの委託料や県水受水費などです。中段、総係費は３，

０９９万６，８４７円で、主なものは職員の給料などです。

２６ページでは、減価償却費が２億２６３万９，６３２円、営業外費用は、支

払利息などで１，０９０万８，８３５円となっております。

次に、２７ページからは資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は１，９７４万７，８０９円で、主なものは給水工事などの工事負

担金です。

２８ページ、資本的支出は１億３４２万３，０４０円。内訳は三ノ宮配水池送

水管更新工事詳細設計業務や給水工事費などの建設改良費で、６，２０５万３，

０００円、企業債償還金は３，９８６万３，７９０円となりました。

２９ページは固定資産明細書、３０ページは企業債明細書でございます。

次に、５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜きでの表示です。
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営業収益は、給水収益からその他営業収益までの合計２億９，５３８万５，１

７３円。営業費用は、原水及び浄水費からその他営業費用までの合計３億６，８

９５万１９５円。営業利益はマイナスの７，３５６万５，０２２円で、前年度比

約１，０００万円損失が増えております。

営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計９，１９５万８，５

２９円。営業外費用は、支払利息と雑支出を合わせて１，０９０万８，８３５円。

差引き営業外での利益は８，１０４万９，６９４円で、前年度比約４００万円の

減、営業利益と合わせた経常利益は７４８万４，６７２円となり、前年度比では

約１，０００万円の減となりました。当年度純利益は経常利益と同額で、前年度

繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は１億２，２６５万９，２４６

円となりました。

６ページは、剰余金計算書です。

最下段の当年度末残高は、左の資本金では前年度末残高と変わらず、１８億７，

７０２万４，３８６円でした。中ほどの列、資本剰余金合計も変わらず、４億３，

５１４万９，４８１円、右から２列目、利益剰余金合計は、前年度末残高に当年

度純利益７４８万４，６７２円を加えて、５億６，９９９万３，８３２円、そし

て、右の資本合計は２８億８，２１６万７，６９９円となりました。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金１億２，２６５万９，２４６円につきましては、処分

して積み立てることなく次年度に繰り越したいと考えております。

９ページからは、貸借対照表です。税抜きでの表示です。

資産の部、固定資産は、有形固定資産、土地から建設仮勘定までの合計で、中

断の４８億１，１４２万９，０４０円です。詳細は２９ページ、固定資産明細書

並びに議案第５９号資料５ページから７ページをご参照ください。

流動資産合計は、下から２段目９億７，８８７万６，８４０円で、資産合計は、

その下、５７億９，０３０万５，８８０円、前年度比約９，０００万円の減とな

りました。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債の８億２，０９４万８，５５１円。

流動負債は１年以内に償還する企業債からその他流動負債までを合わせた合計７，

１２５万１，２８９円。繰延収益合計は２０億１，５９３万８，３４１円で、負

債合計は、中断やや下、２９億８１３万８，１８１円。前年度比約９，８００万

円の減となりました。

資本の部は、資本金１８億７，７０２万４，３８６円と資本剰余金及び１１ペ

ージの利益剰余金で、資本合計は、下から２段目、２８億８，２１６万７，６９

９円。前年度比約８００万円の増となりました。

以上、議案第５９号の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第６０号について、説明を申し上げます。

工業用水道事業会計決算書、１、２ページをお開きください。決算報告書です。

税込みでの表示でございます。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、工業用水道事業収益、予算額４，６５６万８，０００円に対し

まして、決算額４，８３４万９，０９０円、予算額と比較して１７８万１，０９

０円の増であります。各項の決算額は、１項、営業収益３，７８７万８，２７０

円、２項、営業外収益１，０４７万８２０円です。

支出は、１款、工業用水道事業費用、予算額４，６９４万１，０００円に対し

まして、決算額４，３７３万９，３２０円、不用額は３２０万１，６８０円とな
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りました。各項の決算額は、１項、営業費用４，０００万６，００９円、２項、

営業外費用３７３万３，３１１円です。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入はありません。

支出は、１款、資本的支出、予算額１，７６０万円に対しまして、決算額８３

７万３，２４１円、翌年度への繰越額４９０万６，０００円、不用額は４３２万

７５９円となりました。各項の決算額は、１項、建設改良費はなく、２項、固定

資産購入費も全額繰越しのため０円、３項、企業債償還金は８３７万３，２４１

円です。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額８３７万３，２４１円は、過

年度分損益勘定留保資金で全額補塡いたしました。

次に、概要の説明を申し上げますので、１３ページをお開きください。

令和４年度の契約水量は、前年度と変わらず日量１，８５０立米、給水量は６

２万９，２００立米、前年度と比べ７．９％の増となりました。これに伴い、給

水収益も３，４３１万６，２２５円となり、４％の増収となっております。また、

有収率は１．３ポイント上昇し９８．１％となりました。

収益的収支では、全体の収益は給水収益が伸びたことで４，４９０万５，６１

８円となり、前年度比３．２％の増となりました。しかしながら費用においても、

修繕費や動力費が増加したことで、前年度比１７．１％増の４，０２９万５，９

９７円となりました。この結果、純利益は４６０万９，６２１円となり、前年度

比４９．４％の減となりましたが、継続して黒字は確保しております。

資本的支出においては、固定資産購入費で水源地に設置する非常用発電機を購

入する予定としておりましたが、納期の遅延により、令和５年度への繰越事業と

なりました。

議案第６０号資料、１、２ページには、工業用水道料金及び使用水量に係る資

料を添付しておりますので、ご参照ください。

次に、決算書１４ページ、（２）は経営指標に関する事項です。下の経営指標

の推移の表と併せてご覧ください、

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて低下し、１１１．

４％となりました。費用の増加により、前年度からは１５．１ポイントの低下と

なりましたが、健全経営の水準とされる１００％を上回っております。料金回収

率につきましても、前年度と比べて２２．３ポイント低下し、１１５．１％とな

りましたが、１００％を上回っておりますので、事業に必要な費用を給水収益で

賄えていることになります。また、有形固定資産減価償却率は４９．６％となり、

年々施設の老朽化が進んでおります。加えて、管路更新率が近年０％であること

から、今後は施設の更新を進める必要があります。

１５ページは保全工事の契約内容と業務量、１６ページは事業収入及び事業費

用を取りまとめています。また、下段の給水原価は、１立米当たり６３円８９銭、

長期前受金戻入を控除した給水原価は４７円３７銭、供給単価は５４円５４銭と

なりました。

１７ページは企業債の概要で、本年度の発行額はなく、償還額８３７万３，２

４１円。年度末残高は２億４，３７８万２，２４７円となりました。

１８ページは、キャッシュ・フロー計算書です。上段の当年度純利益は４６０

万９，６２１円。下から３段目、４の資金増減額は４０３万３，６２２円の増で、

５の期首残高と合わせまして、６の期末残高は１億３，７４６万９，１６３円と

なりました。
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１９ページからは、収益費用明細書です。

収益は、工業用水道事業収益が４，４９０万５，６１８円。営業収益は３，４

４３万４，７９８円で、水道料金と受託工事収益です。

営業外収益は１，０４７万８２０円で、主なものは長期前受金戻入です。

２０ページからは費用です。

工業用水道事業費用は４，０２９万５，９９７円。営業費用は３，８９０万９，

３８６円で、主なものは送水及び配水費と２１ページの減価償却費です。営業外

費用は、支払利息１３８万６，６１１円となっています。

２２ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入はありません。

２３ページの資本的支出は８３７万３，２４１円で、企業債償還金でございま

す。

２４ページは固定資産明細書、２５ページは企業債明細書となっております。

次は、決算書５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜きでの表示と

なります。

営業収益は給水収益と受託工事収益で、合計３，４４３万４，７９８円。営業

費用は、送水費及び配水費から減価償却費までの合計３，８９０万９，３８６円

で、営業利益はマイナスの４４７万４，５８８円となりました。前年度比約４５

０万円損失が増えております。

営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計１，０４７万８２０

円。営業外費用は支払利息１３８万６，６１１円、差引き営業外での利益は９０

８万４，２０９円で、前年度比約９万円の増、営業利益と合わせた経常利益は４

６０万９，６２１円となり、前年度比では約４５０万円の減となりました。

当年度純利益は、経常利益と同額で、これに前年度繰越利益剰余金を加えた当

年度未処分利益剰余金は５，９３９万９，６８０円となっております。

６ページは、剰余金計算書です。

最下段の当年度末残高は、資本金では前年度末残高と変わらず５，０９５万２，

８１４円。中ほどの列、資本剰余金合計も変わらず１億５，５５６万７，１１１

円。右から２列目、利益剰余金合計は、前年度末残高に当年度純利益４６０万９，

６２１円を加えて９，０６５万７，０７３円、そして、右の資本合計は２億９，

７１７万６，９９８円となりました。

７ページは、剰余金処分計算書です。

当年度未処分利益剰余金５，９３９万９，６８０円につきましては、処分して

積み立てることなく、次年度に繰り越したいと考えております。

９ページは、貸借対照表です。税抜きでの表示です。

資産の部、固定資産は有形固定資産、土地から機械及び装置までの合計で、中

段の７億４６６万８，６９３円。詳細につきましては、２４ページ、固定資産明

細書並びに議案第６０号資料、３、４ページをご覧ください。

流動資産は、現金預金と未収金を合わせて１億３，７５１万２，１５３円。資

産合計は８億４，２１８万８４６円で、前年度比１，４００万円の減となりまし

た。

１０ページは負債の部で、固定負債は企業債２億３，５３５万５，８８３円。

流動負債は１年以内に償還する企業債などで、合計１，０４６万２，５１３円。

繰延収益合計は２億９，９１８万５，４５２円で、負債合計は５億４，５００万

３，８４８円、前年度比で約１，９００万円の減となりました。

資本の部は、資本金５，０９５万２，８１４円と資本剰余金及び１１ページの
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利益剰余金で、資本合計は２億９，７１７万６，９９８円、前年度比で約５００

万円の増となりました。

以上、議案第６０号の説明とさせていただきます。

引き続きまして、議案第６１号について、説明を申し上げます。

下水道事業会計決算書１、２ページをお開きください。決算報告書です。税込

みでの表示です。

まず、収益的収入及び支出です。

収入は、１款、下水道事業収益、予算額１０億３，０２０万６，０００円に対

しまして、決算額１０億３，４５３万２，７８１円、予算額と比較して４３２万

６，７８１円の増であります。各項の決算額は、１項、営業収益４億２，９５７

万２，１８０円、２項、営業外収益６億４９６万６０１円です。

支出は、１款、下水道事業費用、予算額１０億２，４９６万５，０００円に対

しまして、決算額９億８，９８２万６，４４４円、不用額は３，５１３万８，５

５６円となりました。各項の決算額は、１項、営業費用８億８，１４５万１，４

７８円、２項、営業外費用１億８３７万４，９６６円であります。なお、減価償

却費に充てるため、下水道事業基金を７，５００万円取り崩し、６万３，１３１

円を積み立てました。

３、４ページは、資本的収入及び支出です。

収入は、１款、資本的収入、予算額９億７，８０４万２，２５０円に対しまし

て、決算額６億８，５０２万２，０２０円、予算額と比較して２億９，３０２万

２３０円の減となりました。各項の決算額は、１項、企業債３億８，２３０万円、

２項、出資金４，３００万円、３項、補助金２億３，３１０万６，２５０円、４

項、負担金２，６６１万５，７７０円であります。

支出は、１款、資本的支出、予算額１４億６２９万７，０００円に対しまして、

決算額１１億２，２６４万８，３４５円、翌年度への繰越額は１億３，７００万

円で、不用額は１億４，６６４万８，６５５円となりました。各項の決算額は、

１項、建設改良費５億２，２００万２，１２７円、２項、固定資産購入費６８２

万円、３項、企業債償還金５億９，３８２万６，２１８円です。なお、資本的収

入額が資本的支出額に不足する額４億３，７６２万６，３２５円は、当年度分消

費税及び地方消費税、資本的収支調整額１，８８６万２，９４９円。過年度分損

益勘定留保資金１，５１３万８，４４３円、当年度分損益勘定留保資金３億５，

９２５万５，６１３円、繰越利益剰余金４，４３６万９，３２０円で補塡をいた

しました。

次に、決算の概要をご説明申し上げます。

１３ページをお願いします。

令和４年度の有収水量は２３４万５，０８５立米で、前年度と比べやや増加、

下水道使用料は３億６，４１９万７，４５１円で、０．６％の増収となりました。

処理状況は、処理区域内人口１万８，６９１人で、汚水処理人口普及率は１０

０％、水洗化率は８１．９％で、前年度比べ、０．９ポイントの増となりました。

費用においては、電気代の高騰により、処理場費が大きく増加しましたが、後で

説明をいたします資産減耗費が大きく減少した結果、費用全体では前年度と比べ

２３．９％の減となりました。一方、収益においても長期前受金戻入の減により、

前年度と比べ２０．６％の減となっております。

建設改良事業では、川すそ雨水幹線、並びに直谷第２雨水幹線工事を鋭意進め

ているところです。なお、川すそ雨水幹線工事において、県営水道の送水管を移

設する予定としておりましたが、その必要がなくなり、約１億４，５００万円の
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不用額を計上しております。

汚水整備の管路改良事業では、公共並びに農集のマンホールポンプ通報装置改

築工事、処理場改良事業では、前年度に引き続き、福崎浄化センターにおいて、

膜カートリッジの更新を行いました。

議案第６１号資料では、１、２ページに下水道使用料及び処理水量の表を添付

しておりますので、ご参照ください。

次に、決算書１４ページ下段（２）は、経営指標に関する事項です。１５ペー

ジ上段の表と併せてご覧ください。

まず、経営の健全性を表す経常収支比率は、前年度と比べて上昇し、１０２．

７％となりました。単年度収支が黒字となったことで１００％を上回っておりま

す。

次に、経費回収率につきましても、前年度と比べ０．１ポイント上昇し、８８．

５％となりました。しかしながら、依然１００％を下回っておりますので、汚水

処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われていることになります。

また、有形固定資産減価償却率は２０．３％で、比較的新しい施設や管渠であ

ることから、低い水準にとどまっております。

最後の管渠改善率は、近年は０％で、今後は更新の必要性を検討してまいりま

す。

続きまして、次の１６ページから１８ページは建設改良工事の契約内容、１９

ページから２１ページは保全工事を、２２ページは業務量で、各項目において全

体とセグメントごとの数値を記載しております。

中ほどやや上、人口ベースの水洗化率は８１．９％、中ほどの接続戸数ベース

の接続率は８１．６％、最下段の有収率は９９．４％となりました。

２３ページは事業収入、２４ページは事業費用となっております。２４ページ

下段の汚水処理原価は、１立米当たり３９５円、使用料単価は１５５円となりま

した。

２５ページは重要契約の要旨。

２６ページ上段は企業債と一時借入金の状況です。企業債の令和４年度発行額

は３億８，２３０万円、償還額は５億９，３８２万６，２１８円で、年度末残高

は９０億２，１２６万３，４４３円となりました。一時借入金については、１億

７，０００万円を借り入れましたが、年度内に返済は終了しております。

次の２７ページは、キャッシュ・フロー計算書です。上段、当年度純利益は２，

５８４万３，３８８円。下から３段目、４の資金増減額は１億９，５５３万６，

２７９円の増で、５の期首残高と合わせまして、６の期末残高は３億７，３７３

万４，７４０円となりました。期末の資金残高が多くなっておりますが、これは

未払金が約３億円含まれていることによるものでございます。

２９ページからは、収益費用明細書です。

まず、収益では、下水道事業収益は９億９，３４５万９，９５２円、営業収益

は３億９，３１５万２，４５１円で、主なものは、下水道使用料３億６，４１９

万７，４５１円や雨水整備に係る一般会計からの負担金などです。中段、営業外

収益は６億３０万７，５０１円で、主なものは、汚水事業に係る一般会計負担金

や補助金及び長期前受金戻入などです。この長期前受金戻入につきましては、前

年度比約３億円の減となっております。これは、費用の中で資産減耗費が大きく

減となったことが影響をしております。前年度は、資産価値を多く残しておりま

した受贈財産を除却したことで資産減耗費が大きくなり、これに対応した長期前

受金戻入の額が増加しておりました。令和４年度においては、その除却が完了し
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たため、資産減耗費、長期前受金戻入ともに大きく減少をしております。

次に、３０ページからは費用です。

下水道事業費用は９億６，７６１万６，５６４円。うち営業費用は８億５，９

０１万５，７８２円で、内訳の主なものは、管渠費、処理場費、次のページの総

係費や３２ページの減価償却費、資産減耗費などです。資産減耗費約３億円の減

は、先ほどの収益で説明いたしました除却の完了によるものです。その下の営業

外費用につきましては企業債の支払い利息などでございます。

３３ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。

資本的収入は６億８，５０２万２，０２０円で、内訳は、企業債３億８，２３

０万円、一般会計からの出資金４，３００万円、国庫補助金２億３，３１０万６，

２５０円、負担金２，６６１万５，７７０円となっております。

３４ページ、資本的支出は１０億７，７０３万８，８０５円、内訳は、建設改

良費では汚水の管路整備費や管路改良費及び雨水の管路整備費やその下の処理場

改良費、そして次のページの企業債償還金などが主な支出となっております。

３６ページは固定資産明細書、３７ページからは企業債明細書で、公共、農集、

個別排水を合わせた合計額は４７、４８ページの最下段に記載をしております。

また、５０ページには、各セグメントごとの情報を記載しております。

次は、５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜きでの表示です。

営業収益は、下水道使用料からその他営業収益までの合計３億９，３１５万２，

４５１円。営業費用は、管渠費から資産減耗費までの合計８億５，９０１万５，

７８２円で、営業利益はマイナスの４億６，５８６万３，３３１円となり、前年

度から約３億円損失が減りました。営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収

益までの合計６億３０万７，５０１円。営業外費用は、支払い利息などで、１億

８６０万７８２円、差引き営業外での利益は４億９，１７０万６，７１９円で前

年度比約２億５，０００万円の減。営業利益と合わせた経常利益は２，５８４万

３，３８８円となり、前年度比で約４，５００万円の増となりました。

当年度純利益は、経常利益と同額で、これに前年度繰越利益剰余金を加えた当

年度未処分利益剰余金は、８，７４３万６，９４３円となっております。

６ページは、剰余金計算書です。

最下段の当年度末残高は、資本金では一般会計からの出資を受け入れ、１１億

８，２２３万４０３円。中ほど右側の列、資本剰余金合計は、期首残高と変わら

ず、３億６，５１３万４，８５６円。右から２列目、利益剰余金合計は、期首残

高に当年度純利益２，５８４万３，３８８円を加え、８，７４３万６，９４３円、

そして、右の資本合計は１６億３，４８０万２，２０２円となりました。

７ページは、剰余金処分計算書（案）でございます。

当年度未処分利益剰余金８，７４３万６，９４３円のうち４，６６７万６，１

７３円を処分して、資本金へ組み入れ、処分後残高を４，０７６万７７０円にし

たいと考えております。

９ページからは、貸借対照表です。税抜きでの表示となります。

資産の部、固定資産は、有形固定資産、土地から建設仮勘定まで合計で中段の

１７３億２，８９５万４，８６５円。固定資産合計は１７３億７，４７２万３，

７４４円となりました。詳細は３６ページ、固定資産明細書並びに議案第６１号

資料５ページから８ページをご参照ください。

流動資産合計は、下から２段目３億８，７１４万２，４７７円で、資産合計は、

その下、１７７億６，１８６万６，２２１円、前年度比で約３，４００万円の増

となりました。
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１０ページは負債の部で、固定負債は、企業債で８４億２，９９８万３，０４

３円。中段の流動負債合計は８億９，４９５万５，１４０円。繰延収益合計は６

８億２１２万５，８３６円。負債合計は１６１億２，７０６万４，０１９円で、

前年度比約３，５００万円の減となりました。

資本の部は、資本金１１億８，２２３万４０３円と資本剰余金及び１１ページ

の利益剰余金で、資本合計は、下から２段目１６億３，４８０万２，２０２円。

前年度比で約６，９００万円の増となりました。

以上、議案第６１号の説明とさせていただきます。

３議案ともよろしくご審議賜り、認定いただきますようお願い申し上げます。

議 長 しばらく休憩いたします。

再開を１３時といたします。

◇

休憩 午後 ０時１０分

再開 午後 １時００分

◇

議 長 会議を再開いたします。

令和４年度の会計の決算につきましては、先般、監査委員による決算審査が行

われ、その意見書が提出されております。

決算審査意見書について、監査委員の説明を求めます。

代表監査委員 令和４年度福崎町決算審査意見書について、ご説明を申し上げます。

意見書は、お手元にございますけれども、一般会計、特別会計、基金運用状況

について１部、公営企業会計について１部、健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて１部、計３部提出しております。

初めに、一般会計、特別会計、基金運用状況についてでございます。

審査の対象は令和４年度福崎町一般会計歳入歳出決算、令和４年度福崎町国民

健康保険事業特別会計歳入歳出決算、令和４年度福崎町後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算、令和４年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算、令和

４年度基金運用状況（用品調達基金と土地開発基金）でございます。審査の実施

日は、令和５年８月の３日、４日、７日、８日、１０日の５日間でございました。

審査の着眼点及び審査の実施内容は、意見書に記載のとおりでございます。第５

番目の審査の結果ですけれども、福崎町監査基準に基づき審査した限りにおいて、

審査の対象になった一般会計、特別会計、歳入歳出決算書等の記載事項は、いず

れも法令に適合しており、その計数は正確であると認めました。なお、事務処理

につきましては、その一部につきまして、例月出納検査や定期監査等で指摘して

おりますが、おおむね良好であると認めました。また、基金は、その設置目的に

沿って誠実かつ効率的に運用されており、計数は正確であると認めました。

決算の概要につきましては、その意見書の２ページから１７ページに記載して

おりますとおりでございます。

次に、その辺の内容はちょっと省略させていただきまして、次に意見ですけれ

ども、１８ページの第７、審査の意見についてをご覧ください。

町税につきまして、令和４年度の町税収入は前年度との比較で、９，８６８万

３，２０８円、前年対比３％増加しております。個人町民税とか法人町民税、固

定資産税、軽自動車税等の説明は、そこに書いてあるとおりでございます。ちょ

っと飛びますけれども、町税収入は歳入総額の３７．１％を占めておりまして、

町の歳入の根幹をなす重要な収入でございます。当町では、数年にわたり、兵庫

県個人住民税整理回収チームの派遣を受け、滞納防止や徴収への取組が強化され
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た結果、滞納整理委員会における関係課の間の連携も定着してきて、全体的な対

応力も向上していると思います。また、積極的な滞納処分、すなわち差押え等も

含めました回収に向けての必要な手続を粛々と実行していくということを行う一

方で、滞納者の実情に即した対応を行い、直近１０年間において、滞納繰越金は

徐々に減少しております。それぞれの滞納案件につきまして細かな分析がなされ、

緻密に対応されてきた結果だと感じております。今後とも、より一層の取組を期

待しております。

次に、１９ページの委託契約についてでございます。

事務委託契約等に関しまして、業務内容が明確に示されているかどうか、委託

料の算出根拠が明確か検査調書が作成されているかなどにつきまして、各課でま

ずチェックをしていただいた内容を取りまとめていただき、状況把握とその後適

正に手続がなされているか定期監査及び決算審査において確認をいたしました。

その結果、おおむね良好でしたが、一部不十分なもの、これにつきましては、業

務内容についての明確性とかのことでございますけれども、そのあたりが散見さ

れましたので、改善取組を指示し、取組状況は今後の定期監査等で進捗を確認し、

全体的なレベル向上を期待しているところでございます。

３番目、町財政に関する課題について、財政調整基金について令和４年度は当

初予算３億８，０００万円繰入れに対し、事業取組の全体の状況によりまして決

算額は１億３，４００万円の繰入れとなりました。財政調整基金等の減少、ごみ

処理に関する費用の増嵩、中播消防署建て替えに係る費用負担の増、町施設の老

朽化、町債償還の高止まりなど、町財政に大きな負担のかかる課題が多くありま

す。これらの状況を踏まえまして、町財政の推移を想定し、長期にわたり持続可

能な財政運営ができるようにどのような対応をしていくか、できる限り早期にま

とめ実行していく必要があるのではないかと考えます。

また、各事業の実施に当たっては、効率化等に努めてください。

４番目、観光振興についてでございます。

観光振興につきましては、駅前辻川観光交流センターを中心に妖怪ベンチの増

設や観光総合アプリの稼働、妖怪ガジｐｏｄの導入など、メディアにも取り上げ

られ、その結果、観光客見込み数は６０万４，０００人と過去最高となり、町の

知名度も上がりつつあると感じております。現状に満足せず、今後もさらなる振

興につながる取組を期待しております。

５番目、財政援助団体についてでございます。

補助金等の財政的援助を与えている団体につきましては、おおむね適正かつそ

の目的に沿って執行されていると認めました。しかしながら、新型コロナウイル

ス感染症等の影響により、計画どおりに事業が実施できず、補助金の額よりも繰

越金のほうが大きくなっている事業、これも具体的には観光協会等でございます。

今後は、補助金額の変更や戻入などの方法も含めて検討をお願いしたいと思って

おります。財政援助団体につきましては、町として支出後の事業管理や支出先の

状況把握に努められているところですが、今後ともそれぞれの財政的援助等の目

的が達せられるよう、丁寧な確認を要望します。

６番目、決算報告書及び関係書類につきまして、町が作成している決算報告書

及び関連書類につきましては、決算年度中に実施された事業の内容や成果、課題

等が網羅的に記載されており、各年度の町運営を理解するための一助として、非

常に有効なものであると認識しております。読み手にとって分かりやすい表記、

参考図表等の添付もなされており、令和３年度に比べて、さらなる改善が見られ

ました。しかしながら、当初提出された決算報告書においては、数字の記載ミス、
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誤字脱字等の軽微な誤りが散見されました。全ての誤りをなくすことは困難であ

ると思いますけれども、今後とも、読み手にとって、より分かりやすいものにな

るよう改善を続けていただきたいと思います。

これで、１つ目の検証は、説明は終わりまして、続けて、公営企業会計の意見

書についてでございます。

審査の対象は、令和４年度福崎町水道事業会計決算、令和４年度福崎町工業用

水道事業会計決算、令和４年度福崎町下水道事業会計決算でございます。審査の

実施は、令和５年８月８日でございます。審査の着眼点及び審査の実施内容は、

記載のとおりでございまして、審査の結果でございますけれども、福崎町監査基

準に基づき審査した限りにおきまして、審査の対象となった各公営企業会計決算

書等の記載事項は、いずれも地方公営企業法、その他関係法令に準拠して作成さ

れており、その計数は正確であると認めました。

各会計に関する意見ですけれども、初め、水道事業会計におきましては、令和

４年度決算におきまして、当年度純利益は７４８万４，６７２円となっておりま

す。令和３年度と比べ、一般家庭での収益は増収となりましたが、上水道、すな

わち水道事業から工業水道事業へと利用を切り替えた企業の影響で、給水収益全

体ではやや減少するという結果になりました。

給水収益は、令和３年度の水準には届きませんでしたが、年間を通じて経費削

減に取り組まれた結果、経常利益、当年度純利益とも黒字を維持しております。

ただ、電気代の高騰による動力費の増加が影響し、収支を押し下げる要因となっ

ております。これは、今後も続くと思われますので、この状況を踏まえた上での

利益確保に向け、効率的な事業の取組を期待したいと思います。

次に、２ページをご覧ください。

水道事業では、人口減少となる中で、安定した経営と安全で安心な水道水の供

給を維持していくため、平成３０年度に１０年間を計画期間とする水道事業ビジ

ョン・経営戦略を策定しております。令和４年度決算において、収益全体では経

営戦略における数値に若干届かなかったんですけれども、その分、経費削減に取

り組まれた結果、経常収支比率は１０２％となりました。おおむね健全な経営が

なされているのではないかと感じております。今後とも、費用対効果とコスト縮

減を意識しつつ、長期にわたり持続可能な経営に努めてください。

２つ目、工業用水道事業会計に関する意見ですけれども、令和４年度決算にお

きまして、当年度純利益は４６０万９，６２１円となってございます。令和３年

度と比べ、給水量が７．９％増加、これは先ほどの水道と逆の方向なんですけれ

ども、給水収益も４％の増収となりました。これは上水道を多く使用していた企

業が工業用水道の使用に切り替えたことが主な要因。経常利益は当年度純利益と

もに黒字を確保しております。しかし、多くの事業でも電気代の高騰による動力

費の増加が影響し、収支を押し下げる原因となってございます。今後も続くと思

われますので、この状況を踏まえた上での利益確保に向け、効率的な事業取組を

期待したいと思っております。工業用水道におきましても、水道事業と同様、経

営戦略を作成しております。令和４年度決算では、経営戦略に掲げる数値はおお

むね達成しており、経常収支比率は１１１．４％となりました。おおむね健全な

経営がなされているのではないかと感じてございます。今後とも費用対効果とコ

スト縮減を意識しつつ、長期にわたり持続可能な経営に努めてください。

３つ目、下水道事業会計に対する意見ですけれども、令和４年度決算におきま

して、当年度純利益は２，５８４万３，３８８円となってございます。水洗化率

は８１．９％、令和３年度と比べて０．９％増加しております。経常利益、経常
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収支比率は１０２．７％です。当期純利益ともに黒字を維持しておりまして、お

おむね健全な経営がなされているのではないかと感じております。しかし、下水

道につきましても、電気代等の状況は同じでございますので、この状況を踏まえ

た上での利益確保に向け、効率的な事業取組を期待しております。

下水道事業でも経営戦略を策定しております。経営戦略に掲げる計画の実現に

は、毎年度の決算と財政計画との乖離を分析し、適切な見直しと効率的かつ堅実

的な経営等を継続していく必要があると思います。今後とも費用対効果とコスト

縮減を意識しつつ、長期にわたり持続可能な経営に努めてください。

なお、各公営企業の業務実績等は、３ページから１０ページに記載しておりま

すが、担当課の説明と重複するところが多いため、説明は省略させていただきた

いと思います。

次に、健全化比率審査の意見書でございますけれども、別冊子の１ページをご

覧ください。

審査の対象は、健全化判断比率、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率及び将来負担比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類でござい

ます。審査の期間は、令和５年８月１０日でございます。審査の着眼点、実施内

容につきましては、そこに記載したとおりでございます。審査の結果は、福崎町

の監査基準に基づき審査した限りにおきまして、審査の対象となった健全化判断

比率は、法令の規定に従って適正かつ正確に算定されているものと認めました。

また、算出の基礎となる事項を記載した書類は、法令に従い正確に作成されてい

るものと認めました。

１つ、実質赤字比率は、実質赤字が発生しなかったため算出されませんでした。

２、連結実質赤字比率でございますけれども、実質赤字及び資金不足が発生し

なかったため算出されませんでした。実質公債費比率でございますけれども、１

１．２％ということで、早期健全化基準の２５％を下回っております。

４番目、将来負担比率、６２．９％で、早期健全化基準の３５０％を下回って

おります。

これに関する意見ですけれども、健全化判断比率うち、実質赤字比率及び連結

実質赤字比率は実質赤字が発生していないため算出されていません。実質公債費

比率は令和３年度から１．４ポイント上がって１１．２％、将来負担比率は６２．

９％となり、令和３年と比べ２．６ポイント増加しております。いずれの指標も

早期健全化基準を下回っておりまして、令和４年度における本町の各指標は良好

であり、財政状況は健全であると言えます。

しかしながら、町施設の老朽化ごみ処理費用の増嵩など、ここに記載している

ような課題がございます。このような状況を踏まえまして、町の財政の推移を想

定しつつ、各事業の実施に当たっては、堅実かつ適正に進められるとともに、今

後とも長期にわたり持続可能な財政運営に努めてください。

健全化判断比率の状況につきましての詳細は、２ページから５ページに記載さ

れておりますので、またご覧ください。

最後に、資金不足比率審査意見ですけれども、６ページをご覧ください。

審査の対象は資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類でご

ざいます。審査の期間は、令和５年８月１０日でございます。審査の着眼点及び

審査の実施内容は記載のとおりでございます。審査の結果は、福崎町監査基準に

基づき審査した限りにおいして、審査の対象になった資金不足比率は、法令の規

定に従って適正かつ正確に算定されているものと認めました。また、算定の基礎

となる事項を記載した書類は、法令に従い正確に作成されているものと認めまし
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た。

審査の意見は、各公営企業会計のいずれにおいても資金不足が発生しなかった

ため、資金不足比率は算出されませんでした。今後とも長期にわたり、持続可能

な財政運営に努めていただきたいと思います。

なお、各公営企業会計の資金不足比率の推移につきましては、７ページから１

０ページをご覧いただきたいと思います。

以上で、審査意見書に関しての説明を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。

日程第１５ 議案第６２号 令和４年度福崎町下水道事業剰余金処分について

議 長 日程第１５、議案第６２号、令和４年度福崎町下水道事業剰余金処分について

を議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 議案第６２号、令和４年度福崎町下水道事業剰余金処分についてご説明申し上

げます。

この議案につきましては、議案第６１号で説明をいたしました、令和４年度下

水道事業会計決算について、未処分利益剰余金の当年度末残高８，７４３万６，

９４３円のうち、令和３年度及び令和４年度で補塡財源として使用した利益剰

余金の合計４，６６７万６，１７３円を処分して、資本金に組み入れたいので、

地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決を求めます。

内容につきましては、下水道事業会計決算書の７ページに、剰余金処分計算書

（案）ということでお示しをしていますので、ご確認ください。

以上、議案第６２号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますようお願い申し上げます。

日程第１６ 議案第６３号 福崎町空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議 長 日程第１６、議案第６３号、福崎町空家等の適正な管理に関する条例の一部を

改正する条例についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

まちづくり課長 議案第６３号、福崎町空家等の適正な管理に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。

議案第６３号説明資料１ページをお開きいただきたいと思います。

こちらでは、この条例改正の概要並びに改正内容について記載をしております。

近年、増加を続けております、空家に対しまして、その対策の強化が急務とな

っている中、国は周囲に悪影響を及ぼします特定空家等の除去等のさらなる促

進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から、空家等の有効活用や適切な管

理を確保し、空家対策を総合的に強化するため、空家等対策の推進に関する特

別措置法を改正いたしております。この改正に伴い、本条例につきましても改

正をしようとするものでございます。

改正の主な内容につきましては、１ページ中段にお示ししていますように、１

つ目といたしまして、所有者の責務の強化として、現行の適切な管理といった

努力義務に加えまして、国、県、福崎町の行います施策に協力するといった努

力義務が、追加されております。
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２つ目といたしましては、特定空家になるおそれがある空家等を、こちらを管

理不全空家として、指導、また勧告することができるようになっております。

３つ目といたしましては、特定空家等の除去等として、４点、記載しています

ように、報告徴収権の付与、命令等の事前手続を経る時間がない場合の、緊急

執行制度の創設、所有者が不明な場合での、略式代執行や緊急代執行の費用徴

収の円滑化、また財産管理人の選任請求権を町長に付与、といった事柄が追加

されました。このことによりまして、特定空家の除去等のさらなる促進など、

適切な管理を総合的に強化する内容となっております。あわせて、新たに新設

されました、また廃止された条項によって生じました条ずれ、こちらに対応す

る改正も行います。

議案第６３号の資料２ページから７ページには、それぞれの新旧対照表をお示

ししておりますので、ご参照いただければと思います。

なお、この改正は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法

律、こちらの施行の日から施行することとなってございます。

以上、議案第６３号の説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご賛同くださ

りますよう、よろしくお願いいたします。

日程第１７ 議案第６４号 こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の

施行に伴う関係条例の整理に関する条例について

議 長 日程第１７、議案第６４号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備

に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題といた

します。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

学校教育課長 議案第６４号、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例についてご説明申し上げます。

議案第６４号資料の１ページをご覧ください。

本条例は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律によ

り、子ども・子育て支援法、以下、支援法といいます。等が改正されたことに

伴い、改正するものです。

以下、改正内容を説明します。

第１条の規定は、福崎町子ども・子育て会議条例の一部改正です。支援法第７

２条から第７６条までが削除され、第７７条が５条繰り上がったことに伴い、

引用条項の整理をしています。

第２条の規定は、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部改正です。支援法第１９条第２項の削除及び学

校教育法第２５条の項の追加に伴い、関係する条において、引用条項の整理を

しています。また、こども家庭庁が設置されたことに伴い、所管事務が厚生労

働省から内閣府に移管されたため、字句の整理をしています。

第３条の規定は、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正です。こども家庭庁が設置されたことに伴い、所管事務が厚

生労働省から内閣府に移管されたため、字句の整理をしています。

第４条の規定は、福崎町保育の必要性の認定に関する条例の一部改正です。支

援法第１９条第２項の削除及び支援法施行規則第１条の条番号の改正に伴い、

引用条項の整理をしています。

この条例は、公布の日から施行します。
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資料２ページから１０ページは新旧対照表です。後ほどお目通しください。下

線を引いている箇所が改正箇所になります。

以上、議案第６４号の説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご賛同いただ

きますよう、よろしくお願いいたします。

日程第１８ 議案第６５号 損害賠償等請求事件の和解について

議 長 日程第１８、議案第６５号、損害賠償等請求事件の和解についてを議題といた

します。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

農林振興課長 議案第６５号、損害賠償等請求事件の和解について、ご説明申し上げます。

本議案は、平成３０年５月７日に有限会社アケボノ企画が損害賠償等請求事件

として神戸地方裁判所神戸支部に提訴した訴訟について、令和５年７月３日、

裁判所の提示する和解条項により和解を成立させるようにとの勧告があり、

（原告）有限会社アケボノ企画、（被告）福崎町ともその内容に異存がないた

め、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。

事件名は、神戸地方裁判所平成３０年（ワ）第７６５号損害賠償等請求事件。

原告は、兵庫県明石市岬町２７番１８号、有限会社アケボノ企画、代表取締役

亀田弘明であります。

和解の内容の説明の前に、議案第６５号資料の簡単な説明をさせていただきま

す。

資料１ページから３ページは、令和５年７月３日付の裁判所から弁護士事務所

に送られてきました和解勧告書、和解条項、物件目録で、それぞれ原本の写し

であります。

資料４ページは、物件目録の所在について地籍図にて表示したものであります。

資料５ページから６ページは、現在、係争中の平成３０年（ワ）第７６５号損

害賠償等請求事件の請求の趣旨及び訴訟経過を表した一覧表であります。

資料７ページから１０ページにかけましては、有限会社アケボノ企画との訴訟

に至るまでの経緯及び過去の訴訟の内容とその判決についてを一覧表としてま

とめたものであります。いずれも議案の審議の参考としてください。

それでは、議案にお戻りいただきまして、和解の内容についての説明をさせて

いただきます。

（第１項）被告福崎町は、原告に対し、大阪高等裁判所平成２０年（ネ）第１

００９号事件判決の主文第５項及び神戸地方裁判所姫路支部平成２１年（ワ）

第２３５号事件判決の主文第４項に基づく、平成２７年１０月１日から令和元

年１２月末日までの各賃料相当損害金として、合計４２万５，４２５円の支払

義務があることを認める。

この賃料相当損害金合計４２万５，４２５円の支払義務ですが、議案資料の７

ページの最下段、大阪高等裁判所平成２０年（ネ）第１００９号事件判決の主

文第５項に基づく、Ａ地区の（３）ないし（９）及びＤ地区の各土地・農地に

埋め立てたフロヤ池の泥土の撤去を完了するまで、１年当たり１０万円の割合

による金員を支払えという判決言い渡しに係る、平成２７年１０月１日から令

和元年１２月末日の４年と３か月分で４２万５，０００円と、議案資料の８ペ

ージの上段、神戸地方裁判所姫路支部平成２１年（ワ）第２３５号事件判決の

主文第４項に基づく、Ｅ地区に埋め立てたフロヤ池の泥土の撤去を完了するま
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で、１年当たり１００円の割合による金員を支払えという判決言い渡しに係る、

平成２７年１０月１日から令和元年１２月末日の４年と３か月分で４２５円の

合計４２万５，４２５円の支払義務があることを認めるものです。

この義務を履行するため、議案第６６号、令和５年度福崎町一般会計補正予算

（第４号）にて賃料相当損害金を計上しております。

（第２項）被告福崎町は、原告に対し、前項の金員を、和解成立日の１か月後

限り、原告の指定する口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料

は被告福崎町の負担とする。この振込手数料につきましては、令和５年度当初

予算の会計管理費に計上しております振込事務手数料にて対応いたします。

（第３項）原告及び被告福崎町は、被告兵庫県が実施する原状回復工事につい

て、関係法令に従い、双方ともに必要な協力を行うことを約束する。これは、

兵庫県が実施する水路改修につきましては、水路の改築許可申請書を提出して

いただく必要がありますので、これに係り、必要な協力はさせていただきます。

また、その他必要に応じ協力させていただきます。

（第４項）原告と被告福崎町は、別紙物件目録記載のＡ地区のうち（３）ない

し（９）、Ｄ地区及びＥ地区の各土地に係る伐採・伐根及び整地工事について、

以下のとおり合意するということで、①上記各土地の境界は、境界未確定部分

についても、神戸地方裁判所姫路支部平成２１年（ワ）第２３５号事件の判決

により相当と認定された方法と同様の方法を用いて特定する。

②被告福崎町は、本和解成立後直ちに、設計図書の作成等の工事実施のための

準備に着手する。

③被告福崎町は、遅くとも令和５年１２月末日までには工事に着手し、着手か

ら３か月以内に工事を全て完了させる。

④原告は、工事内容について、客観的かつ明白な瑕疵がない限り、何ら異議・

苦情を述べない。ここでいいます平成２１年（ワ）第２３５号事件の判決によ

り相当と認定された方法と同様の方法を用いて特定とは、議案資料８ページ上

段の判決主文１の国土調査の読み取り座標を持たせた測量図ということで、平

成１６年から町におきまして運用が開始された地籍図を複写・座標化したシス

テム、地籍情報システムにより座標化された地籍図の読み取り図面から、本件

各土地の座標を抽出し作成した図面を用いて特定するということであります。

また、現地土地の境界を特定するための費用及びＡ地区のうち（３）ないし

（９）、Ｄ地区及びＥ地区の各土地に係る伐採・伐根及び整地工事費用につき

ましては、議案第６６号、令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）にて

計上をしております。

（第５項）原告は、被告福崎町に対し、大阪高等裁判所平成２０年（ネ）第１

００９号事件判決の主文第２、３、５及び７項並びに神戸地方裁判所姫路支部

平成２１年（ワ）第２３５号事件判決の主文第２及び４項に係る各債務につき、

本和解条項第１項に係る各賃料相当損害金の支払債務を除き、いずれも免除す

る。これは、議案資料７ページ、最下段の大阪高等裁判所平成２０年（ネ）第

１００９号事件判決の主文、第２のＡ地区の（３）ないし（９）の各土地の林

道残土より上に埋め立てたフロヤ池の泥土を撤去すること。第３のＤ地区の土

地の残存する堆積層より上に埋め立てたフロヤ池の泥土を撤去すること。第５

の泥土の撤去が完了するまで、１年当たり１０万円の割合による金員を支払う

こと。第７の訴訟費用は第１、２審を通じてこれを４分し、その１を被控訴人

の負担とすること。及び、議案資料８ページの上段、神戸地方裁判所姫路支部

平成２１年（ワ）第２３５号事件判決の主文第２のＥ地区に埋め立てた汚泥を



－42－

撤去すること。第４の平成２１年１月１日からＥ地区の撤去が完了するまで、

１年当たり１００円の割合による金員を支払うこと。これらを原告は、本和解

条項第１項に係る各賃料相当損害金の支払い債務を除き、いずれも免除すると

いうことです。

（第６項）原告は、その余の請求をいずれも放棄する。これは、議案資料５ペ

ージの神戸地方裁判所平成３０年（ワ）第７６５号損害賠償等請求事件におけ

る請求も含め、和解で合意した以外の残りの請求を原告が放棄するということ

です。

（第７項）原告と被告福崎町は、原告と被告福崎町との間では、本件に関し、

本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。

これは、和解条項に書かれていること以外の権利は、お互いに主張できないと

いう意味であります。

（第８項）訴訟費用は各自の負担とする。といった和解内容であります。

以上で説明を終わります。よろしくご審議を賜り、ご賛同いただきますようお

願い申し上げます。

日程第１９ 議案第６６号 令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）について

議 長 日程第１９、議案第６６号、令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）に

ついてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

企画財政課長 議案第６６号について、ご説明いたします。

令和５年度福崎町一般会計補正予算（第４号）は、既定の歳入歳出予算の総額

に、歳入歳出それぞれ８，４００万円を追加し、補正後の予算総額を８８億４，

１００万円とするものであります。

議案の１ページ、２ページの第１表歳入歳出予算補正の内容につきましては、

事項別明細書に沿って説明させていただきます。

まず、歳出からご説明いたします。事項別明細書の１１ページ、１２ページを

お開き願います。

総務管理費の５目、財産管理費の施設改修工事費１２０万円の増額は、役場駐

車場に設置している時計が故障しているため、時計４面の改修と電源をソーラ

ー式から電気式への改修を行うものです。

１２目、コミュニティセンター運営費の一般備品購入費５２万８，０００円の

増額は、サルビア会館１階和室の空調機の効きが悪くなったため、壁埋め込み

式の空調機を廃止し、壁かけ式のエアコン２台を設置するものです。

１３目、諸費の税外還付金１，５４０万９，０００円の増額は、障害者医療給

付費負担金など前年度の実績に基づき清算する返還額１６０万円、子育て世帯

生活支援特別給付金給付事業に係る補助金などを実績に基づき清算する返還額

２３７万７，０００円、私立認定こども園等に係る子どものための教育・保育

給付交付金などを実績に基づき清算する返還額９３５万７，０００円、新型コ

ロナワクチン接種事業に係る補助金等を実績に基づき清算する返還額２０７万

５，０００円の合計を計上しております。

次のページをお開きください。

社会福祉費の１目、社会福祉総務費の社会福祉協議会補助金３１万円の増額は、

社会福祉協議会で実施している、みまもり給食サービス事業について、物価高

騰の負担軽減を図るため、１食当たり２００円の個人負担を令和５年１０月か
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ら令和６年３月までの６か月間無償化するため、無償化に伴う減収分及び事務

費を社会福祉協議会に補助するものです。補助金３１万円のうち減収分が月延

べ２２３人掛ける２００円掛ける６か月で２７万円、事務費が関係者への無償

化をお知らせる郵便料の４万円となっております。

次のページをお開きください。

児童福祉費の４目、認定こども園費、私立認定こども園運営費補助金６４万８，

０００円の増額は県の６月補正事業で、物価高騰等の影響を受けている民間の

保育施設等に対して、光熱費や食料費等の価格上昇分の一部を支援するもので、

町内私立認定こども園２園が対象。定員によって基準額が定められており、定

員７５名の姫学こども園が２７万円、定員１０５人のサルビアこども園が３７

万８，０００円となっております。財源は１５ページの特定財源の欄で、県補

助金の保育施設等への一時支援金事業補助金が補助金の１０分の１０の６４万

８，０００円と事務費１万円の合計６５万８，０００円の充当としております。

次のページをお開きください。

保健衛生費の１目、保健衛生総務費の水道事業会計出資金３，６００万円の増

額については、八反田水管橋耐震補強詳細設計委託及び三宮配水池送配水管更

新工事とそれに伴う緊急遮断弁設置工事について国庫補助の内示を受けたため、

繰出基準に基づき出資を行うものです。出資金３，６００万円の内訳は、八反

田水管橋耐震補強詳細設計委託及び三宮配水池送配水管更新工事については出

資対象事業費１億１８６万５，０００円の４分の１で２，５４０万円、三宮配

水池の緊急遮断弁設置工事については出資対象事業費２，１２３万６，０００

円の２分の１で１，０６０万円となっております。財源はいずれも水道事業会

計出資事業債を１００％充当しております。

次のページをお開きください。

農業費の３目、農業振興費では、農業経営スマート化促進事業補助金２５０万

円と農業生産コスト低減緊急対策事業補助金８５０万円を計上しています。内

容につきましては、議案第６６号資料の１ページをお開きください。

左側が農業経営スマート化促進事業で、この事業は、県事業を活用し、経営の

多角化・高度化に取り組む営農組合等に補助を行うもので、農事組合法人鍛冶

屋営農組合が色彩選別機等の農業機械を購入、その補助対象事業費、税抜きと

なりますが、７５０万円の３分の１が補助となりまして、２５０万円の補助と

なっております。財源は県補助金の農業経営スマート化促進事業補助金を１０

分の１０充当しております。

議案資料の右側は、農業生産コスト低減緊急対策事業補助金で、この事業は、

県の６月補正事業で、肥料高騰等により影響を受けている地域の担い手に対し

生産コスト低減に資する機械の導入支援を行うもので、表の上段、①の株式会

社八千種営農は高性能田植機１台を購入予定で、補助対象事業費４３０万円、

そのうち補助金が２分の１で２１５万円となっています。

表の下段、②農事組合法人西治営農組合は自動操舵装置付きトラクターと附属

機械を１台ずつ購入、補助対象事業費１，２７０万円、そのうち補助金が２分

の１で６３５万円となっております。財源は県補助金の農業生産コスト低減緊

急対策事業補助金を１０分の１０充当しております。

事項別明細書２０ページに戻っていただきまして、同じく農業費の９目、ため

池整備事業費のため池定期点検委託料１３０万円の増額は、町内ため池３８か

所の老朽度等の確認・調査を実施するもので、実施前に再度積算を行ったとこ

ろ人件費の増加などにより当初予算の３５０万円では不足するため１３０万円
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増額し、補正後の予算を４８０万円とするものです。財源は県補助金の農村地

域防災減災事業補助金を１０分の１０充当しております。同じく９目、ため池

整備事業費の測量調査設計委託料５００万円の増額は、南大貫の宮の池改修工

事実施計画策定業務委託の２年目の実施に当たり、１年目の実施計画策定業務

で、土質調査が不足しているのが分かり、堤体両側の２か所のボーリング調査

を追加するため当初予算１，５００万円に対し５００万円増額し、補正後の予

算を２，０００万円とするものです。財源は県補助金の農業水路等長寿命化・

防災減災事業補助金が７１％の３５５万円、災害関連整備事業債が補助残の９

０％で１３０万円となっております。

次のページをお開きください。

林業費の１目、林業振興費の３６２万６，０００円の増額は、先ほど議案第６

５号、損害賠償等請求事件の和解についてにて説明がありましたアケボノ企画

との和解に伴う土地の境界復元の測量設計委託料８０万円、弁護士委託料４０

万円、該当の土地の現況復旧に伴う樹木等の伐採、伐根、整地工事費２００万

円、賃料相当損害金４２万６，０００円を計上しております。

次のページをお開きください。

商工費の２目、商工業振興費の１０節、需用費、パンフレット等印刷代４４万

円、委託料、観光コンテンツ開発等委託料６０１万円、福崎町ＰＲ動画作成業

務委託料３５万円の合計６８０万円の増額につきましては、議案第６６号資料

２ページ目をお開きください。

これは国庫補助事業が採択されたため予算化するもので、資料左側になります

が、事業名はインバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成

支援事業、補助要件は黒枠で囲っておりますが、観光事業者が連携した地域に

根差したツアー、体験イベント等のコンテンツの磨き上げを図り、地域の観光

消費拡大を図るとともに国内居住者及びインバウンド向けの取組を行うことが

要件で、補助率は４００万円までが１０分の１０、４００万円を超える部分は

２分の１補助で、福崎町では６８０万円の事業費に対し国庫補助金が５４０万

円となっております。事業内容は資料右側の中ほどになりますが、秋祭りに屋

台担ぎ等を体験できる、インバウンド向け播州秋祭り体験等モニターツアーや

妖怪みやげ開発事業、字幕版観光ＰＲ動画及び英訳版観光マップの作成などと

なっています。事項別明細書の２３、２４ページに戻っていただきまして、財

源につきましては国庫補助金の訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金５４０

万円充当しております。

同じく２目、商工業振興費、１８節、負担金補助及び交付金の兵庫デスティネ

ーションキャンペーン市町負担金３２万６，０００円の増額は、兵庫デスティ

ネーションキャンペーン推進協議会とＪＲグループが兵庫県下で実施する県内

各地を巡る観光列車の運行や体験イベントを実施する兵庫デスティネーション

キャンペーンの経費に対し県及び県内各市町が負担金を兵庫デスティネーショ

ンキャンペーン推進協議会に支払うもので、神戸市を除く県下市町の負担金合

計が４，０００万円、そのうち福崎町の負担金が３２万６，０００円となって

おります。財源は公益財団法人兵庫県市町村振興協会からの兵庫デスティネー

ションキャンペーン市町負担金助成金を１０分の１０充当しております。

次のページをお開きください。

消防費の２目、非常備消防費の事業用消耗機材費８５万３，０００円の増額は、

２つの県補助事業の経費を計上しております。１つ目は、女性消防団加入促進

事業で、女性消防団員等が中心となり実施する取組に対し補助を行うことで、
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女性消防団員等の環境改善、加入促進を図るもので、女性団員用活動服５名分

で１５万円、女性団員用制服２名分で２４万８，０００円、ホース６本で１５

万２，０００円、加入促進用ポスター、ティッシュで８万７，０００円、合計

で６３万７，０００円の事業費としております。財源は県補助金の女性消防団

加入促進事業補助金が２分の１で３１万８，０００円となっております。

２つ目は、消防団訓練・加入促進支援事業で、消防団による住民等と連携した

実践的な訓練・研修や消防団員加入促進活動の取組を支援することにより、消

防団の活性化及び地域防災力の充実強化を図るもので、田原小学校と連携した

合同防災訓練で使用する放水訓練用ホース２本で５万１，０００円、小学生に

配布する缶マグネット１，０００個で１６万５，０００円、合計で２１万６，

０００円の事業費としております。財源は県補助金の消防団訓練・加入促進事

業補助金が２分の１の上限１０万円となっております。

次のページをお開きください。

社会教育総務費の４目、文化センター管理費の施設修繕料１００万円の増額は、

８月１４日から１５日にかけての台風７号により文化センターの１階和室及び

２階の第１会議室と講義室で雨漏りが確認されましたので、その修繕料を計上

するものです。

次に歳入ですが、歳出において説明させていただいたところは省略し、ご説明

いたします。事項別明細書５ページ、６ページをお開きください。

補正予算の調製に係り前年度繰越金を１，０５０万６，０００円増額しており

ます。

次のページをお開きください。

款諸収入の１目、雑入のうち過年度収入分は、令和４年度の国・県等の負担金

及び補助金の精算に係る過年度収入となっております。

以上が、歳入歳出予算の補正に関する説明であります。

次は、議案表紙にお戻りください。

第２条、「地方債の補正」につきましては議案３ページが追加になります。歳

出でご説明いたしました水道事業会計出資金に充当するため、水道事業会計出

資事業債を３，６００万円追加します。４ページは変更で、これも歳出でご説

明いたしました南大貫宮の池改修工事の測量調査設計委託料に充当するため１

３０万円の増額としております。利率、償還の方法は、それぞれ記載している

とおりであります。

以上、議案第６６号、令和５年度一般会計補正予算（第４号）の説明とさせて

いただきます。よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上

げます。

日程第２０ 議案第６７号 令和５年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

について

議 長 日程第２０、議案第６７号、令和５年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

ほけん年金課長 議案第６７号、令和５年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について、ご説明申し上げます。

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，４４０万円

を追加し、補正後の予算額を、それぞれ１８億３，６００万円とするものです。



－46－

議案書の事項別明細書歳出３ページ４ページをお開き願います。

一般管理費の委託料で、国保システム標準化業務委託料と電算システム改修委

託料の増額で、合わせて１，４４０万円を増額いたします。国保システム標準

化業務委託料につきましては、議案第６７号資料３ページをお開き願います。

現在の基幹業務システムのうち、国民健康保険事務について、現行システムか

ら市町村事務処理標準システムへ移行作業を行うものです。この移行作業の背

景として、国民健康保険事務も含め、住民基本台帳などの２０業務について、

令和７年度末までに標準化基準に適合したシステムの利用を地方公共団体に対

して義務づける法律が令和３年に成立しております。国民健康保険事務に関し

ては、資格管理・賦課等の標準化に対応する唯一のシステムである市町村事務

処理標準システムが公益社団法人国民健康保険中央会から無償提供されている

ため、ほかの業務に先立って令和５年度からこのシステムへの移行作業を開始

しようとするものです。移行・検証期間を十分に確保し、安心・安全に移行作

業を行い、職員の作業負荷を分散させるため、令和５年度から作業に取りかか

れるよう補正をお願いするものです。また、電算システム改修委託料は、令和

６年１月から施行予定の産前産後保険税免除制度に対応するため、システム改

修を先行して行うものです。

今回の増額に要する費用は、いずれも国の特別調整交付金の対象になりますが、

費用支払時期の関係で、令和５年度の特別調整交付金ではなく、令和６年度の

特別調整交付金として受け入れることになる予定です。そのため、財政調整基

金を活用して実施しようとするものです。

議案書事項別明細書に戻っていたいて、歳入の１ページ、２ページをお開き願

います。

財政調整基金繰入金は、先ほど説明しました国保システム標準化業務委託料と

電算システム改修委託料に充当するため、１，４４０万円を増額します。

以上で、議案第６７号の説明を終わります。ご審議賜り、ご賛同いただきます

よう、よろしくお願いします。

日程第２１ 議案第６８号 令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）について

議 長 日程第２１、議案第６８号、令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）

についてを議題といたします。

本案に対する詳細なる説明を求めます。

上下水道課長 失礼いたします。

議案第６８号、令和５年度福崎町水道事業会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。

議案の次のページをお開きください。

この補正予算は、建設改良費の財源に新たに見込む国庫補助金や出資金、及び

それに伴う消費税について、補正をお願いするものでございます。補正予算の

第２条では、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額で、収入を７２

７万円減額し、４億１，９７３万円にしようとするものです。

第３条は、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額です。

予算第４条本文括弧書き中、不足する額を１億２，５２５万２，０００円に改

め、その補塡額については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

１，６３７万７，０００円、過年度分損益勘定留保資金１億８８７万５，００

０円に改めます。そして、下段の表、資本的収入を７，９８４万８，０００円
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増額し、１億７，７９４万８，０００円といたします。

それでは補正内容について、ご説明申し上げます。補正予算に関する説明書、

水補１ページ、２ページに実施計画を添付しておりますが、説明につきまして

は、議案第６８号資料をご覧ください。

まず、１ページ下段、資本的収入及び支出から説明をいたします。今年度、建

設改良事業で三宮配水池送配水管の更新工事や、それに合わせた緊急遮断弁の

設置、並びに八反田水管橋の耐震補強詳細設計を行います。これらの財源とし

て、このたび、生活基盤施設耐震化等補助金の内示を受けたため、財源更正を

行おうとするものです。資本的収入において、国庫補助金は４，３８４万８，

０００円を計上、その上の出資金では、総務省からの繰出基準により一般会計

からの出資金を受け入れ、３，６００万円を計上します。

次の２ページをお開きください。

事業別の補助額の詳細を記載しております。上段、補助金における補助率は、

事業により３分の１または４分の１、下段、出資の繰出率は４分の１または２

分の１となっております。

資料１ページにお戻りください。

上段は、収益的収入及び支出の収入です。水道事業収益の営業外収益、消費税

還付金７２７万円の減額は、先ほど説明をいたしました補助金等の計上により、

特定収入に係る消費税が増え、還付消費税が減少することによるものでござい

ます。

次に議案にお戻りください。その他説明書としまして、水補３ページには予定

キャッシュ・フロー計算書を、４ページから６ページには予定貸借対照表をお

示ししております。お目通しください。

以上、議案第６８号の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜り、ご賛

同いただきますようお願いをいたします。

議 長 以上で、本定例会１日目の日程は終わりました。

次の定例会２日目は９月１２日火曜日、午前９時３０分から再開いたします。

本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。

散会 午後 ２時０５分


